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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時04分   開会・開議   

○委員長（澤里富雄君）  ただいまから決算特別委員

会を開きます。 

 本委員会に付託された議案は、平成22年度各会計決

算であります。 

 この際、議案の審査日程及び審査方法についてお諮

りいたします。 

 議案の審査日程は、本日及び12日の２日間とし、審

査の方法は、認定第１号の一般会計については、歳入

歳出別款ごとに質疑を行い、その質疑終了後に財産に

関する調書について説明を受け、質疑を行うこととい

たしたいと思います。次に、認定第２号及び認定第４

号から認定第９号までの各特別会計については、歳入

歳出ごとに、認定第３号の国民健康保険特別会計は勘

定ごと、歳入歳出別に質疑を行うこととし、認定第10

号の水道事業会計については、一括して質疑を行うこ

とといたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。なお、各委員にお願

いをいたします。質疑の際は、ページ及び項目等を示

して行い、簡潔にお願いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成22年度久慈市一般会計歳入 

          歳出決算   

○委員長（澤里富雄君）  それでは、付託議案の審査

に入ります。認定第１号「平成22年度久慈市一般会計

歳入歳出決算」を議題といたします。 
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 歳入、１款市税、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この市たばこ税なんですが、当初は

１億9,967万6,000円の予算計上なんですけども、最終

的には3,000万円の増収になってるんですよね。たば

こが値上がり、まだしてないのかな。その要因、たば

こを禁煙っていうかその方向に行くとかっていう話も

あるんですけども、なかなかあれですが、ただ、久慈

市とすれば、分煙室をつくってきちんと吸う方の人権

も保障してるっていう状況あるんですけども。3,000

万円のこの増収の要因はどういうふうに見てるのか、

お聞かせください。 

 それから、入湯税の関係ですけども、64万1,550円

の減収なんですよね。ほとんどは、べっぴんの湯の関

係だと思うんですが、結果的に、ちょっと私今資料確

認できなかったんですけど、べっぴんの湯の利用者の

状況。減収の結果だと思うんですが、その内容につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 とりあえず、以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  たばこ税について、まず

お答えいたします。 

 たばこ税につきましては、委員ご承知のとおり、去

年の10月に値上げがございました。本数につきまして

は、対前年でマイナス8.1％と本数については減少し

ておりますが、その10月の税率改正、値上げによりま

して、予算に比較しますと3,000万円ほど、昨年度の

決算と比較いたしますと750万円ほど増収となってい

るところでございます。 

 それから、入湯税の利用でございますが、昨年度と

比較して利用客数は約330人ほど減少しております。

これはべっぴんの湯から聞きましたけれども、猛暑と

それから年末年始の大雪による影響が大きいというふ

うに分析しているということでございました。今年度

の利用状況を見ますと、10月１日現在では、９月末現

在の利用客でございますが、日帰り、宿泊合わせまし

て５万576人ということでございまして、昨年度と比

較しまして約１万人ちょっと減少しております。率に

しますと17％程度減少しております。これは、やはり

大震災、３月の震災の影響とかございまして、停電等

で営業日を休まざるを得なかったというふうなところ

が影響してるのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  このべっぴんの湯の関係ですけども、

今、大震災の関係もあって減ったとか停電の関係も影

響が出たということですけども、こういった施設につ

いても、今後、太陽光発電等含めて自前の電気を持つ

状況が考えられるのか。やはり、震災とか被害起きた

ときこそ、そういう意味ではこういった施設は稼働す

ることが必要なのかなというふうに思うんですけども。

そういった点で、どの程度の休業があったのか。その

休業がほとんどその一番の原因になったのか。私が思

うに、やっぱり３・11の関係での被災者のことが減少

につながったのかなというふうに思ってるんですが。

今後、これから年末に向けて、そういった意味では回

復の兆しがあるのかどうか。あるいは、それに向けて

の取り組みについてどう取り組みをなされようとして

いるか、お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  震災の影響での休業状況

をお答えいたします。 

 まず、震災のあった次の日の３月12日、それから３

月18日から３月24日までの間休業しております。 

 続きまして、太陽光につきましては、今後検討をし

てまいりたいと考えております。 

 今後の入り込み状況については、現在のところまだ

はっきりとした伸びとかはとらえておりませんが、い

ずれべっぴんの湯のほうと協力いたしまして観客数の

増に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。 

 一つは、市税、市民税にかかわって滞納整理機構の

問題です。従前からこの機構についてはいろいろ問題

点を指摘した経緯あるんですが、滞納整理機構への移

管予告、それをされた件数は幾らで、実際に移管をし

たのは何件なのか。それをお聞かせください、第１点。 

 それから、３・11の大震災にかかわって、市民税の

いわゆる収入が激減した、減ったということに当たっ

ての対応を、市としてどういう対応をとられたのか。

この市税の減免に関する規則見ると、いわゆる家屋や

住家の損害に対しての減免措置はありますよね。収入

減に伴っての措置っていうのはどういう取り扱いをし

てきたのか。その２点お聞かせください。 
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○委員長（澤里富雄君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  岩手県地方税特別滞

納整理機構についてご質問いただきました。 

 移管予告者の発布数でございますが、平成22年度に

おきましては599件でございます。その中で移管を決

定した人数でございますけども、こちらのほうは14名

ほど移管決定をしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  ３・11の大震災に絡んで

の市民税の減免のお話でございましたが、財産につい

て被害を受けた方、家屋等に被害を受けた方につきま

しては、新たに「大震災の被災者に対する市税の減免

に関する規則」を制定いたしまして減免しております。

９月末現在で313件でございます。減免額で887万

5,000円でございます。 

 それから、震災の影響で所得減少のお話ございまし

たけれども、それは、現行の「市税の減免に関する規

則」のほうで対応しております。 

 それで、実際に十数件相談がございましたけれども、

収入は減少するんだけれども、例えば雇用保険などで

補てんされるとか、そういったような、いわゆる担税

力がまだあると、減少してないというふうなことでご

ざいまして、実際に所得減少による減免の実例はござ

いません。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  答弁いただきました。わかったん

ですが、今の答弁の中であった雇用保険と言われまし

たか。それは収入認定というか、になるんですか。市

民税の課税の場合に。 

○委員長（澤里富雄君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  雇用保険については、い

わゆる非課税所得でございますので課税の対象にはな

りません。ただ、減免する際に、その納税者が担税力

があるのかを判断する際には、そういった収入を見て

こちらでは判断しているという状況でございます。個

人市民税の場合については、所得税と違いまして、前

年度の所得で課税になると。要すれば１年おくれにな

るわけですので、その際に、ほんとにその人が税を納

める力がないのか。そういった場合には、給与収入は

減になってもそれを補てんされるような収入があれば

そこでもって判断していくというふうなことになりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  自主財源の確保について喫緊の課題

だというご指摘をいただいておるわけですが、これは

どこの自治体も当然そうだと思うんですが、一般論と

してのこの指摘の受けとめなのか、それとも年度を振

り返り自主財源の確保についてもう一工夫っていいま

すか、もう少し拡大の要素はあったのではというふう

な指摘を受けての受けとめなのか、そこんとこをお伺

いしたいと思います。１点目。 

 それから、前年に比較して、死亡と生活困窮ってい

いますか、それが原因で不納欠損が理由別ではふえて

いると。無財産が減っているという状況なんですが、

それらの内容がどのような内容だったのか。お伺いし

たいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  皆川収納対策課長。 

○収納対策課長（皆川隆夫君）  不納欠損についてご

質問をいただきました。 

 平成22年度の不納欠損につきましては、滞納処分の

執行停止から３年が経過したものが最初に時効を迎え

ます。このことから、平成19年以前のものが対象とな

ります。また、５年時効としてお示ししております

436件の中で、滞納処分の執行停止中に５年時効を迎

えたものが267件、残りの169件につきましては、度重

なる納税交渉も及ばず５年が経過し時効になった事案

であります。 

 この要因でございますけれども、やはり３年の執行

停止中に資力の回復がほとんどの方が認められないと

いうことで、無財産または生活困窮が多くなったもの

と理解をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  自主財源の確保というこ

とでございまして、税の面のことか一般の全体のこと

なのかちょっとはかりかねましたけれども、いずれ税

等であれば、税の収納率向上とかいろいろな面で工夫

しているものでございますが。一般的に自主財源の確

保という面につきましては、改革プログラム等の中で

いろいろな多方面にわたりまして、改善、工夫を重ね

ておるものでございます。その成果を毎年度公表して

ございますので、いずれ着々と成果が上がってるもの
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と考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この配当割交付金の仕組み、ちょっ

と私今承知してないんですが、予算額61万円に対して

195万4,000円の増収なんです。この点での、ちょっと

配当割交付金の内容とふえた原因をお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  それでは、配当割交付金

の仕組みと申しますか、制度について申し上げます。 

 配当割交付金でございますが、これは平成16年１月

１日から県民税の配当割が創設、施行されたことによ

りまして、一定の上場株式の配当等について県民税の

特別徴収ということになりまして、そして、市町村に

は配当割から事務費の１％を控除した額の５分の３が

市町村に交付されるものでございます。 

 それで、今回、対予算に対しまして320％というよ

うな高い収入になったわけでございますが、これにつ

きましては、財源といいますか、そこのところが税収

入というところでございますので、そこのところの収

入の上下によりまして収入が大きく変わってくるとい

うものでございます。予算額につきましては、地方財

政計画のところの見込みの率等を勘案しながら予算を

計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、この平成16年１月１

日施行されてるんだと。これ、時限立法じゃなくてこ

れからずっと永久的にあるっていう制度なのか。そう

すると来年度については当然予想できる金額が出てく

るんですが、今年度の予算には、ちょっと私今確認し

ませんが、どのように反映されているのか。新年度の

予算、23年度予算にはこの同じ61万円なのか、地方財

政計画に見られた金額をあげてるのか。22年度の実績

から考えて上げてるのか。ちょっと、今ここに予算書

ありませんので、その点をお聞かせいただきたいと思

います。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  まず、継続されるかどう

かということでございますが、現段階では継続されて

いくものと考えております。 

 それから、23年度の予算ということでございますが、

本年度の予算でございますが、平成22年度の決算見込

額から地方財政計画で示されております見込みの率と

いいますか、そういったものがありますので、そこの

ところから推定いたしまして139万4,000円の予算を計

上しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、新年度の決算時点で

は当然もうちょっとふえる可能性等はあるというふう

に見ていいんですね。22年度決算並みにはふえるだろ

うという予測はしていますか。新年度の最終的に見る

のは。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  これにつきましては、財

政課長述べましたように、地方財政計画いわゆるそれ

に則って見積もりをしているものでございます。いず

れ、全体的な全国等の景気の動向によりまして株式は

上下いたしますので、それに対してのあくまでも予算

の数字でございますので、これについて増になるか減

になるか、今のところは私どももちょっと承知できな

いところでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 
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 ９款地方交付税、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 11款分担金及び負担金、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この児童福祉の関係のことで、不納

欠損が237万7,650円、収入未済額が1,294万800円とな

っておりますが、これはいわゆる公立保育園運営費あ

るいは私立保育園運営費が不履行で決算計上されてま

すが。いわゆる保育料の未収ということになるかと思

うんですけども、これの状況といいますか、公立保育

園に多いのか私立保育園に多いのか。当然、園ごとに

掌握をしてると思うんです。とりあえず、まず公立と

私立に分けた場合にどちらにそういった、例えば収入

未済額について言いますと、実態の未収金状況になっ

てるのかをお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、今ご質問

ございました収入未済についてご説明を申し上げます。 

 公立保育園、民間保育園どちらにそれが多いかとい

うことでございますが、公立保育所の部分で申し上げ

ますとほぼ100％という状況にございますが、民間の

保育園の中において100％回収できていないという状

況にございます。そして、その不納欠損に絡む部分で

ございますが、これは行方不明とか生活困窮等による

ものによってこの額を不納欠損しているという状況に

ございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の説明ですと、収入未済額の関係

でいきますと、公立は100％入ってるんだと、民間に

多くあらわれてるというふうな答弁ですけども、この

理由は一体何でしょうか。片方が100％できていて、

民間のほうに収入未済額、未収金が発生してるという

ことについての要因といいますか、その辺はどの辺に

ありますか。 

○委員長（澤里富雄君）  高栁子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高栁利久君）  保育料についての

ご質問にお答えしたいと思います。 

 公立、ご存じのとおり２カ所、あと民間につきまし

ては16カ所。園児等の人数にもよりますし、あと地域、

職場っていいますか、地域外から民間の場合は多く入

っていることによるものが要因の一つと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市は、いわゆる公共の公立の保育園

を民間委託、民間法人にっていうふうな方向できて何

園かそうなってるわけです。しかし、結果として公立

が100％収金になってると、保育料の徴収になってる

と。それが、箇所数の関係で、それは、私は説明でき

ないというふうに思うんですよ。多いから発生してる

んだということじゃなくて、公立でなぜ発生しないで

民間で発生してるのかと。やはり、今の説明では箇所

数の多いということだけの言及なんですけども、保護

者に対する接し方とか接する回数とか、そういった意

味では公立のほうがかなり緻密にやっていて、状況を

見ながらやっているのか。あるいは、民間は緻密でな

いとは言いませんけども、いずれあわれてることの実

態から言って、もうちょっと数だけじゃなくて民間に

あらわれてるのはなぜなのか、お聞かせくださいませ

んか。 

○委員長（澤里富雄君）  高栁子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高栁利久君）  ただいまの民間の

取り組みについての質問ございましたが、民間保育園

におきましても園だより等により保護者への通知をい

ただいているところでもありますし、公立はもちろん

そうなわけですが。あと３カ月以上滞納があった場合

は、保育所と連携をして子育て支援課が出向きまして

面接等も取り組んでいるところです。ただ、先ほど来

お話があります民間の収納率というお話ですが、すみ

ません繰り返しになりますが、先ほどの地域外ってい

いますか入っているところが勤務先等の関係で、それ

が滞納の要因になってる一つと考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ３カ月以上たまれば対応するという

お話です。例えば、月３万円だとします。３カ月だと

９万円、約10万円たまります。こんなにためてから対

応して、私は逆に払い切れないと思います、実際問題。

私たちサラリーいただいて、給料いただいて生活する

中で、その中で10万円出すっていったって無理な話で、
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私、やっぱりきめ細かい、３カ月経過してから担当が

動くんじゃなくて、やはり状況がわかるわけですから、

もっと細やかに、例えば１カ月経過したら動くとか、

そういった形でやっぱり。結局10万円になると納めた

くても納められない。それがまた積み重なっていくと

いうことになるわけですよね。だから、もっと保護者

の立場っていうか、収入状況もあるわけですけども、

そういった点を当然調査しながらやってると思うんで

すが、いずれ３カ月以上っていうのは、私は、実際集

めれる金額でなくなってきていると。それは、もちろ

ん分割で入るでしょうけれども、その辺が、私は、た

め過ぎかなというふうに思うんですが、その辺の対応

策ちょっと検討していただけませんか。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、保育料の

収入未済についてのご質問にお答え申し上げます。 

 ３カ月という課長からのお話、答弁は申し上げたと

ころでございますが、それぞれ納入されていない状況

に応じて、現在民間の保育園の園長さんたちの会議の

中でもるるお願いをしているところでございます。今

ご指摘をいただきましたことを踏まえて、さらにその

内容を強化していきたいというふうに思っております

し、当市においては５月を徴収の強化月間というよう

な形で対応していたりしている部分もございます。今

後も、引き続き随時の催告そして電話、面接等により、

その生活状況等把握しながらできるだけ速やかに納め

ていただく状況をつくってまいりたいというふうに考

えております。 

 なお、その不納欠損の額でございますが、この３年

間の中では最も少ない額になっているということで、

一定の徴収努力のあらわれでもあろうかというふうに

思っております。今後とも、保育園の保育料の徴収に

ついては、鋭意努めてまいりたいと思いますのでご理

解をお願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、質疑を許します。小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、27ページの文化会館等の

関係でありますが、昨年は使用料がアンバーホールと

おらほーるで合わせて647万何がしということで、そ

れで利用された人数、施設利用数が約２万1,000人減

ってるんですよね、昨年。その要因は、どういう原因

で２万1,000人ほど減られたのかなということをまず

お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  ただいま文化会館の入

館者数についてご質問をいただきました。お答えいた

します。 

 委員ご指摘のとおり入館者数につきましては、平成

21年度と比較いたしまして約２万1,000人の減となっ

ています。このことの要因、理由といたしましては、

やはり３月11日の東日本大震災の影響があり、３月ほ

とんど利用されなかったということが理由だと思いま

す。なお、３月は自主事業としても二つの大きな事業

を予定していたこともあり、入館者数の減少になった

ものと思います。また、平成22年度におきますイベン

トの内容においても減少になったものと考えておりま

す。例年、自主事業等を計画しているわけであります

が、例年回数や内容等におきまして同じような内容に

はなっておりません。その年度年度である程度の増減

はやむを得ないのかなと思っております。繰り返しに

なりますが、最大の要因は３月11日の震災によるもの

と理解しております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  利用者数減の原因はわかりますが。

今、自主事業云々といわれましたけど、一応、2,400

万円近く自主事業費っていうのを予算とられていると

思いますけども、それに対する入場料額です。どれぐ

らいの、大体年平均、ここのところあるもんでしょう

か。何％ぐらいあるか、お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  ただいまアンバーホー

ルにおきます自主事業においての入場料収入について

ご質問をいただきました。 

 こちらは、平成22年度におきましては、入場料収入

が700万円となっております。また、その他の収入と

して約130万円となっており、収支比率に関しては

29.04％となっております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、13款国庫支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、質疑を許します。城内委員。 
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○城内仲悦委員  45ページですが、外里遺跡発掘調査

事業費が1,290万円決算されていますけど、この発掘

状況というのは、この決算で完成、終了なのかどうか。

それと、その遺跡はどういった形で今保存されている

のか、お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  ただいま外里遺跡発掘

調査事業の概要についてご質問をいただきました。 

 こちらは、岩手県の委託事業を実施しております。

平成22年度で終了しており、報告書等も完成しており

ます。 

 遺跡等の概要につきましては、住居跡が16棟、炉跡

５基、土杭17基、捨て場１カ所、溝跡７カ所が調査結

果となっており、また遺跡から出土いたしました遺物

につきましては、コンテナで約680個を歴史民俗資料

室で保管しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  45ページの水門管理にかかわって、

この内容等をお聞かせいただきたいと思いますが。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  水門管理におきまして、

河川障害物の除去業務でございますけれども、これは

当市で委託を受けまして、そして消防団等が年２回水

門等の清掃、草刈り、それから除雪等をやっておりま

す。それから、平成22年度におきましては、何回もご

承知のとおり災害の関係で、消防団等は１回、そして

あと常備消防が１回、やってるものでございます。そ

れらに対する委託料でございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  この係る河川数と水門数の数おわか

りでしたら、お願いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  河川水門の個数といいま

すか箇所数ですけれども、川が、久慈川、長内川、夏

井川、鳥谷川、田沢川など10河川。それで、県の委託

部分が水門にして157門ございます。あと、それ以外

に市の設置の河川水門が３カ所ございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  47ページになりますが、財産売払収

入のところで、土地売り払いそしてまた立木売払にか

かわってですが、市所有の未活用の土地の処分は必要

だと思っておりますが、この処分計画の有無と、ある

とすれば進捗状況についてお伺いします。また、立木

売払、結構な額になっておりますが、この内容につい

てお伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  土地売り払い収入の件に

ついてお答え申し上げます。 

 22年度の決算につきましては、市内２カ所、小久慈

町の用地それから寺里の用地の２カ所を売却したもの

でございます。 

 それから、今後の計画についてということでござい

ますが、市政改革プログラムのほうで検討を重ねてお

りますけれども、いわゆる市有財産の売却可能の財産

についてということで、いろいろ検討はしております。

それの中で、今その検討の中で、未利用地の処分が可

能と思われる箇所というのは16カ所ほどピックアップ

をして検討しております。ただ、その中で、今売り出

してあるものは花巻市にある土地が１カ所ございます。

これについては、売り出しをしておりましたけれども、

まだ売れていないという状況でございます。それから、

そのほかの土地等ございます。それらにつきましては、

実は、処分が可能と思われるものということではある

んですが、その土地に建物があったり、それから現在

処分は可能なんですが他者に貸し付け等をしているも

の等がございます。ですので、そのケーズ・バイ・

ケースによってその土地のところを検討する必要が生

じておりまして、それについては、現在それぞれ財政

課のほうが所管しておりますけれども、検討を重ねて

いるところでございます。できる限り処分できる土地

については処分をしながら、自主財源の確保に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  立木売り払い収

入についての内容についてお答えいたします。 

 22年度森林整備事業によりまして、間伐材の売り払

い収入となっております。その内容でございますが、

上戸鎖市有林、材積が818立方、金額といたしまして

577万5,000円となっております。次に、荷軽部市有林、
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材積でございますが2,197立方でございます。売り払

い金額でございますが、1,071万円ほどとなっており

ます。次に、保土沢市有林でございますが、材積177

立方で１万8,111円というふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  この立木の売り払いですが、間伐と

いうことで非常にいいなと思っておりますが、さらに

計画的に進めてもらいたいと思っておりますが、これ

は、答弁はいいわけですが。 

 土地売り払いについての処分計画は、いつごろ完成

させて動くのかということをお伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  土地売り払いの計画とい

うことでございますが、現在個々の検討を行っており

ます。その全体的な計画というものについては、まだ

年度的なものというのは立てていないわけでございま

すが、まず個々の部分を精査しながら順次そこの土地

の売り払いについて進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  45ページの教員住宅使用料と土地貸

付料、前年に比較して減っていると。建物貸付料がふ

えて公舎使用料がなくっているという内容になってい

るんですが、この内容についてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  米澤総務学事課長。 

○総務学事課長（米澤喜三君）  教員住宅使用料につ

いてのご質問がございました。 

 この内容でございますけれども、403万2,772円の内

訳ということでお答え申し上げたいと思いますけれど

も、山形地区の公舎につきましては、18人の入居がご

ざいまして237万3,600円の公舎収入となっております。

また、山形地区を除きます久慈地区につきましては、

165万9,172円の収入となってございまして、27人の入

居という実績でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  土地の貸付料っていうのがあるんで

すが、これが70万円ほど減っていると、前年対比です

ね。減っているということは、公舎使用料がなくなっ

てるという、前年対比。この関係おわかりでしたら。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  土地貸付料の減要因とい

うことでございますけれども、財政課で管理している

土地についてまず申し上げたいと思いますが。財政課

のほうで土地を貸し付けしている部分では、19カ所の

土地、及び電力会社及び電話会社等の電柱用地として

貸し付けをしているわけなんですが、それの決算額は

平成21年度で比較いたしますと１万8,000円ほどの減

というふうになってございます。財政課の部分で申し

上げますと、22年度の決算が388万9,216円ということ

になってございます。 

 減要因ということですが、委員さんのほうでご質問

ありました減額の金額という部分では、若干ちょっと

こちらの決算額のほうでとらえている数字と１万

8,000円ほどの減額というふうにとらえておりました

けれども、教員住宅等の関係だったでしょうか。すみ

ません。申しわけございません。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  21年度の決算額、土地貸付料ってい

うのは497万円になっているんですが、それが22年度

は424万円ということで70万円ほど減っているという

ふうに数字的になっていることと。それから、公舎使

用料っていうのが、前年度36万円あったのが22年度の

決算ではなくなってるという、このかかわり２点につ

いてお伺いしたいと思うんですが。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  公舎使用料でございます

けれども、平成21年度までは県からの派遣の割愛の副

市長さんいらっしゃいましたので、そちらの住宅使用

料が計上になっておりました。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  再度お答え申し上げます

けれども、土地貸付料の決算でございますが、本年度

決算額が424万9,216円ということでございます。それ

につきましては、財政課の部分で、先ほど申し上げま

した378万8,000円何がしと、それから生活環境課で貸

し付けしておりますシルバー人材センターの36万円の

トータルということでの22年度の決算ということでご

ざいます。 

 以上です。 
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○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  21年度の決算額に土地貸

付料が大きく減額になっておりますのは、シルバー人

材センターへの貸付料、これが数十万円減額となって

おります。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  先日の一般質問の際に、いわて森の

トレーの関係で質問しておりましたが、８日に競売の

関係がわかるということでしたが、その内容について

お伺いしたいと思います。59ページ。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  さきの一般質問の際に

10月８日に売却決定がなされるとお答えいたしました

けども、盛岡地方裁判所に問い合わせたところ、まだ

売却決定の確定はなされておらないということでござ

います。これは、競売手続におきまして不服申し立て

がされない場合には、最高応札者、これは最高価買受

申出人と言いますけども、に確定することになってお

りましたけども、先ほども裁判所に問い合わせました

が、その関係で少し時間を要しているということでご

ざいました。本委員会開催中にはお答えできるものと

思っておりますので、ご了承をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  55ページの石備の関係の管理委託料

なんですが、３月11日に震災が発生したわけですけど

も、その関係で委託料等について、この間の変化なり、

将来っていえば決算委員会ですからあれですが、どの

ようになるかということが第１点と。 

 それから、中ほどに勤労青少年ホーム維持経費負担

金って14万4,154円っていうのがあるんですが、この

内容はどういうふうなものかお伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  面代商工観光課長。 

○商工観光課長（面代民義君）  ２点ほどのご質問で

ございましたが、２番目のほうの勤労青少年ホーム維

持経費負担金は、勤労青少年ホームにジョブカフェの

管理を維持管理費として面積割合により負担をしてい

るものでございます。 

 それから石油文化ホールのほうの委託金、今後とい

うことですが、よろしいでしょうか。 

 まず、３・11の大震災の影響ということですが、そ

れぞれ案分で精算しておりますので、その分について

は対前年度で若干減っております。今後については、

石油備蓄さんのほうと協議して、今後再建されればそ

れに伴って計算されて、再建された場合には続いてい

くものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  57ページの上段のほうになりますが、

生活保護法による返還金。この63条と78条にかかわる

分ですが、ここで収入未済額も発生をしてるわけです

けども、この辺の理由等含めながらお願いをしたいと

思います。 

○委員長（澤里富雄君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  生活保護法第63条に

よる返還金でございますが、これは費用返還義務とい

うことで、資力があるにもかかわらず保護を受けたと

きは、その保護を受けたお金を返すということでござ

いまして、具体的には各種年金の遡及受給があった場

合、あるいは生命保険の解約返戻金があった場合など

が該当します。現年度分の収入未済額は52万2,734円

でございます。この費用返還請求の消滅時効は５年と

いうふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それを、資力があるということで、

それで返還請求を行った。で、その資力があるんだけ

ども実際には返していないということになるわけです

ので、この返せない理由、資力があるのであればやっ

ぱり返していただかなけりゃなりませんし、返せない

ような、資力がないのであれば返還請求というのもい

かがなものかというふうになるわけですが。この返せ

ない理由をつかんでいるのであれば、お伺いします。 
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○委員長（澤里富雄君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  年金の遡及受給があ

ったということでございますけども、年金を遡及受給

いたしまして、もうそれを消費してしまったというふ

うなことでございまして、なかなか返還には至らない

ケースもございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  これは、５月末現在で52万幾らとい

う未済ということだと思うわけですが、それ以降、現

時点でもまだこのような金額になっているのか。現時

点における返済額は幾らになっているのか、お伺いし

ます。 

○委員長（澤里富雄君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  現在、分割による返

還がされている方が３名ございます。ただし、額につ

いては5,000円とか１万円とかそういうふうな額でご

ざいますので、ご了承願います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  55ページの上段ですが、第１点は、

この久慈地区土地区画整理事業清算金が決算計上され

ておりますけど、調定額が53万8,878円、収入済分が

4,000円、不納欠損額が16万3,167円、収入未済額が37

万1,711円になっておりますが。このいわゆる久慈地

区土地区画整理事業は、久慈市の側の不備っていいま

すか、初動の面積測量が間違っていたことが明らかに

なって、最終的に30年近い年数をかけてこれが清算に

始まっているんですが。この清算が終わるのはいつな

のか、それと。 

 それから、原因がそこにあるわけですから、このい

ろんな要因で払えない状況が出てくるんですが、この

収入未済額の分の37万1,711円というのは、いつの時

点までかかるのか。このとおり調定額を上げても収入

済が4,000円という状況ですから、53万円の１％にも

なってないという状況が生まれてる要因と、これは全

く見通しがないのに上げてるのではないかというよう

に、私は感じるんですけども。見通しを持ってるでし

ょうから、何年までかかって最終的にみんな不納欠損

なんだということになるのか。その辺、お聞かせいた

だきたいと思います。どうも、こういう上げ方につい

ては、私は、非常に問題あるんではないかというふう

に思います。お聞かせください。 

 その下の久慈広域連合地域支援事業委託金の6,100

万円のこの内容です。お聞かせください。 

 それから、もう一点は、59ページの、先ほどあった

森のトレーの関係ですが、林業構造改善事業補助金返

還金の関係で、収入未済額が15億3,478万5,200円って

いうふうになってますが、このうちの元金が幾らで、

当然利息がかかってると思うんですが、利息がいつか

らの分で年何％なのか、その金額もお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  久慈地区土地区画整理

事業清算金でありますが、昨年度4,000円ほど分割で

払っていただきました。受益者には公平な分担という

ことでこれからも努力をしていきたいと思いますが、

残念ながら、23年度は４名に減ります。以上、これか

らも公平な分担ということで徴収に努力していきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  林業構造改善事

業補助金返還金にかかるご質問にお答えいたします。 

 これの元金はこの収入未済額と記載してあります15

億3,478万5,200円でありまして、利息のほうはついて

おりません。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  久慈広域連合地域支

援事業委託金の歳入の部分でございますが、これは保

険者であります久慈広域連合のほうから事業実施の委

託を受けております介護予防、包括的支援事業と任意

の事業等を行っているものでございます。主には、地

域包括支援センター、山形の福祉室等で行っておりま

す介護予防事業としての２次予防それから１次予防、

それから地域包括支援事業としてのマネージメント事

業や相談支援事業、そして任意事業として家族介護の

支援事業などの経費の歳入でございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  清算金の関係で、今年度で４名に減

ったということですが、最終的に分割支払い、いつま

でこの人たちはかかる予定になってるのか。もう先が

見えてると思うんですけども、その終息の時点をお聞
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かせください。 

 それから、元金だということですが、いわゆる利息

はどこに、請求してるでしょうから。例えば元金だけ

請求するわけないんで、未収金の関係で、利息はどう

なってどこであらわれるのか。お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  この公平な分担という

ことで毎年請求いたしておりますが、これが請求がな

くなる時効というのは、大体、今のところ５年間は請

求していきたいと。その中で、個々分割してお支払い

いただければ、それは分割に随時対応して延ばしてい

くということになりますので、いつというふうなこと

はありませんです。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  返還金の利息に

ついてのお話でございますが、お答えをいたします。 

 これの利息については、国、県から求められておら

ないことから市でも利息については求めていないとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  国、県から請求ないから、債権者で

ある市がしないっていうことはどうなんですか。法律

上、ちょっと、私、補助元の国からないから、市が債

権者でしょ。債権者が負債の分請求するになぜ利息が

つかないんですか。つけないんですか。これ、私、入

ってるのかと思ったんですが、なぜつけないんですか。

私、つけない理由がわかりません。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  これにつきまし

ては、延滞金による新たな市民への負担等考慮しまし

て、県と協議した結果、延滞金は課さないというふう

なことでの内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  県と協議した結果というのは、久慈

市と県との協議の中で決めたことですか。それはいつ

の時点で決めて、そういった措置になってるんですか。

私たちには、そういう説明がこれまでなかったように

思うんですが、いつの時点の協定でそういうことを決

めてるんですか。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  延滞金のご質問であります

けれども、ご承知のように国から県が補助金返還を請

求をされまして、そこでは大変多額な延滞金等につい

ても国から請求があったわけであります。そこのとこ

ろで、県と国のほうで協議をし、そしていわゆる補助

金については返還すると。一方では、延滞金について

は、国のほうでは県のほうには請求をしないというふ

うな取り決めがあって、県とすれば一括返還をしたわ

けでございます。それを受けて、市のほうに県のほう

でも元金の請求をこれまで行ってきているところであ

りますので、そういうふうな流れの中で私どもとして

も組合のほうには元金を請求をしているというふうな

そういうふうな流れでございますので、そこはご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  ３月11日に震災が発生して、それか

ら全国各地なり会社等から支援物資等、続々、市のほ

うに寄せられたと思うんですが。前年度の財産、支援

という形で得た財産だと思うんですが、22年度分はな

いというふうなことだと思うんですが、その分で、全

部配給されているっていいますか、そうであればいい

と思うんですが、もし倉庫等に残っておるんであれば、

ある時期に被害を受けられた方々も余り必要がないと

かっていうんであれば、その処理っていいますか、市

の財産としてのその処理、諸収入等、どっかで、これ

から秋の文化祭行事とかそういう等で換金するような

といいますか、そして被災者のために生かすとかって

いうふうな、そういうふうな考えがあるのかどうか。

今、どれぐらいの物資があるかわかりませんけども、

倉庫を見れば何か積み上がってるのかなっていう気も

しているんですが、その辺についての考え方をお願い

したいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  以前の議会の中でも

ご答弁申し上げておりましたように、寄附金という形

で一般会計の中に入るものは、先ほどの寄附金という

項目の中で、款の中で実際には終わっているわけでご

ざいますが、義援金というものでございますと一般会

計の中には入らないで当部のほうで所管をし、先の一

般質問等でお話し申し上げましたとおり7,300万円ほ
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どの金額の６割を配分しているということでございま

す。 

 それから、救援物資でございますが、こちらにつき

ましては、大方それぞれ被災者の皆さんに配付をした

という状況にございます。ただ、残っている物がない

わけではございませんので、それらにつきましては、

今委員ご提案のとおり今後のイベント等の中における

バザー等を通じて換金できる物は換金をし、被災者の

義援金に回すというふうにしていきたいというふうに

思っております。 

 今まで、９月にも３日間連続で救援物資の配付会を

やっているところでございますし、昨日は県のほうか

らも11時から３時までの予定で救援物資を配付をする

など、被災者の皆さんには、十分ではないとしても大

方の部分については配付になっているという状況にな

っているかと思います。引き続き残っているものにつ

いて、有効な活用を図るという状況で進めてまいりた

いと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど、副市長から延滞金とらない

ことについて、理由というか、県と国が決めて県の指

導があったというふうな、指導といいますか、協定の

中でっていいますか、とらないことになったって言い

ますが。しかし、もともとは国の補助金は税金じゃな

いですか。私は、やっぱり15億3,478万5,200円をもう

本気で回収する気があるかどうかっていうとこになる

と思うんですけども、市として民法上だと５％のある

んではないかと思いますし、それから、私たちの税金

に対する十数％の延滞金つきますよね。何たる久慈の

15億も補助金をもらって、それが裁判に負けて、私は

勝ち目のない裁判をやってきたと思うんですけれども、

当然の結果だと思うんですが、最初からそういう勝ち

目のない裁判やって、まさに茶番劇ですよね。私は、

判決の日に盛岡裁判所まで行きました。判決を聞きに。

森のトレーの関係者は１人も来てないじゃないですか、

あの日。いずれ、民法上の関係とれるのかどうかが一

つ。それから、延滞金っていうのは、私たちはちょび

っと延滞してもとられるんです、延滞金を。何でかけ

ないんですか。市の責任でかけたらいいんでないです

か。まさに、本気で元金の回収する気があるのかどう

かわからないような対応じゃないですか、これでは。

納得いくように説明してください。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  回収のかかわりでは、さき

の一般質問等でもご答弁申し上げておりますが、いず

れ弁護士、県等とも十分な協議を進めながら、何とか

回収に向けた努力を今現在行っているところでありま

すので、その点についてはご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、延滞金でありますけれども、これは先ほ

ども申し上げておりますが、国、県、市のかかわりの

中で、いわゆる国と県がこの補助金にかかわっては取

り決めをし、延滞金については考慮するというふうな

ことで、結果的には県は元金だけを国のほうに返還を

したっていう事実があるわけでございまして、そうい

うふうなことから、県でも市のほうには県としての市

に対する請求については延滞金は請求をしないという

ふうなそういうふうな流れになっているわけでござい

ますので、市としましても、やはり元金についてはき

ちっと組合のほうには請求を行っていきますけれども、

一方ではそういうふうな国、県の流れの中で、市が延

滞金について加算をして請求をするということについ

ては、なかなかにそこのところは流れの中ではできな

いのかなというふうな判断をして元金を今現在請求を

しているところでございますので、その点はご理解を

お願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

    〔「民法上の５％は」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  この問題については、いず

れ、先ほど来答弁を申し上げてるとおりの背景で進め

ておりますので、その点についてはいずれご理解をお

願いしたいというふうに思います。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点だけお聞かせください。 

 いわゆる利息の定めのない場合、民法上で言えば

５％掛けて請求できるという条項ないですか。 

 それと、いわゆる説明はわかりました。要するに、

国、県、市との流れの中で延滞はかけないという判断

をしたと。そうすると、これはすぐれて政治的な判断

だということになりますか。いわゆる行政の事務執行

上例外的な取り扱い、政治的な判断だという取り扱い

になりますか。その点を教えてください。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 
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○市長（山内隆文君）  利息の定めなき場合には、と

いうことの民法上のことでお話をされてるんですか。

何条でしょう。 

 それと、ぜひ議会にはご理解いただきたいのは、返

還スキーム、当初このことを県等と協議をしてまいり

ました。当初の議論、思い出していただきたいんであ

りますけれども、森のトレー組合に対する直接の補助

者は市である。したがって、森のトレー組合が補助金

を返還できないとなれば、次は久慈市が全額返還をす

るその義務が生じると。そういった中において、県等

と協議をしながら責任の割合を決定をしていきました。

その責任割合に応じて市が負担すべき、いわゆる返還

すべき金額がこれこれと決まっていったわけでありま

す。一方、市は、県に返還するわけでありますが、そ

れを受けて、県は今度その返還がなされた場合には県

が国に返還すると。その流れというものがあります。

その流れの中で、国、県との協議の中で、延滞金につ

いては元本について全額返済するのであれば、その延

滞部分については返還しなくてもよろしいと、こうい

った取り決めになっていると聞いております。それを

受けて、したがって、県ではそのことを履行したがた

めに延滞金までは返還しなくてもよかったと。こうい

うことでありますから、当然に、県は本来市に求める

べき延滞部分については、これは市には求めないとこ

ういうことになったわけです。したがって、市として

も、本来求められていないものにまで組合に対して求

めるということは、これはできない、こういう判断の

もとに現況があるということであります。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の部分にかかわってですが、地方

公共団体間、この地方自治体間の分については、そう

いう形というのは当然あり得ると思うんですが、いわ

ゆる民間企業となった場合に、そういう形、そういう

考え方というのが成り立つというかそういう形を行う

というふうになってくれば、いわゆる政治的な判断と

いうことにもなろうかとは思うんですが。その判断を

するに至った、ただ県から求められなかったから組合

にその返還を求めないというのはいかがなものかと、

到底の承服しかねるわけですが。そこの経緯あるいは

考え方の面で、納得できるような説明をお願いしたい

と思います。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  これは繰り返しになりますけ

れども、我々は岩手県から求められた金額を返還をす

ると、こういうことです。求められなかった部分にま

で加算して返還をするということではない。ここはご

理解いただけると思います。それと同様に、私どもが

求められた金額に応じて元本を求めていくと、こうい

うことであります。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市長の言い分ちょっとおかしい。確

かに、市と県の間じゃなかったかも、それはいいでし

ょう。しかし、市は直接の債権者でしょ、森のトレー

に対して。なぜ、そこにかけないんですか。少なくと

も、税金がそこにつぎ込まれてるんです。国は要らな

いと言ったかもしらないけど、しかし久慈市として最

終補助者としているわけですから、そのスキームがあ

るからとれないんじゃなくて、やっぱりきちんと延滞

金も示して請求すべきじゃないですか。ほんとに、森

のトレーにそんなことをやったら、ほんとに財産ある

とかないのか、あれですけど。しかし、一方ではこな

いだもしゃべったように、専務は１町歩も２町歩も水

田を買ってるんですよ。農業やるって。そういった余

財が、余財っていいますかお金があるにもかかわらず

市におんぶにだっこされてきて、しかも私たちの税金

には容赦なく延滞金がかけられてくるんです。延滞が

十四点何％ですよね。私はいつも高いと言っているん

ですよ。今の利息の料金の中で延滞金が高過ぎるって

言ってるんですが、その延滞金を、税金を使っての補

助金に、国と県のスキームそして市と県のスキームが

あるから請求しないということについては、それは県

には払わなくてもいいと思いますよ。しかし、市とし

てきちんと請求してとったらいいんじゃないですか。

そして、とることによって一般財源にかかわって、当

然、県には元金分返せばいいわけですから。そういう

やはりまさに政治的な対応をして、市民が納得いかな

い状況をつくり出したら私は、行政の不信につながる

と思うんですよ、これは。 

    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○城内仲悦委員  まだ発言中です。ぜひ、この問題は

ずっと余り議論してこなかった点があるんですけども、

こんな、多くの市民は納得しないと思いますが、お聞

かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 
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○市長（山内隆文君）  この問題についてもう一度原

点を考え直していただきたいんですが、本来、組合が

返還できない場合には市が全額返還の義務を負うと。

そのリスクを幾らかでも縮小していくのが私の責務で

あるとこのように考えました。その原点を忘れた議論

は、控えていただきたいと思っております。 

 しからば、利息はともかくも元本はすべて返すとい

う判断、そういう道を選んだほうがよかったと議員が

おっしゃられるのか。だとすれば、そのときの、そう

なった場合の影響はいかなるものかと、こういうこと

まで思いをいたしていただきたいんであります。私ど

もは、現実に政治、行政を行っているわけで、理論的

にさまざまなことのお話、指摘はできるのかもしれま

せん。しかして、現実を無視して議論を重ねていって

解決方法が、しからばあるのかということです。私ど

もなりに市民の負担を幾らかでも軽減するための最善

の努力をしてきた、その自負を持っております。議員

諸侯にもぜひこの点はご理解いただきたい。しかも、

久慈市が返還すべき金額については、これは分割をお

願いをしたり極力市財政に影響のないような形で、そ

のスキームを構成していったわけであります。その中

で、求められていないものにまで請求を課して取り立

てていくということが、道義的にまさにいかがなもの

かと。契約に定めがないということのご指摘いただき

ましたけれども、まさに道義的な問題として求められ

ていないものまで求めていくいうことは、どうなのか

と。こういった、いわば民法以前の自然法の中での考

え方っていうものも根底になければならないと私は思

ってるんです。 

 市政の信任につながるものだと、城内委員は言われ

ました。確かにそのとおりでありましょう。だったら

ば、なおさら原点というものを踏まえての議論を行っ

ていただきたい。そこを忘れた議論は、かえって混乱

を招くものじゃないでしょうか。私はそう考えます。

ぜひとも、私ども行政執行当局も、今全力を挙げて元

本の回収に努めているわけであります。そういったこ

とを踏まえてのご議論をいただきたいと強く願うもの

でありますし、なお市政への信任につながるものだと

いうことであれば、どうぞ私に対して不信任を提出を

していただいて議決をいただければよろしいかと思い

ます。機関誌でもって、私どもの主張は余り書かずに、

市民に喧伝をしていく。反論の機会を機関誌において

スペースをとっていただくならば、市民の皆さんにみ

ずからの判断が正当に下せるものだと思っております。

このことについて十分なご配慮を願いたいというのが、

私の気持ちであります。もう一度言います、返還ス

キームの原点は何であったのか。市民の皆さんの負担

を幾らかでも軽減することが私ども行政の努めである、

このような思いから真摯に取り組んでいるところであ

ります。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市長は、スキームが原点だと言いま

したよね。スキームが原点だっていうんでしょう、あ

なたが言うのは。裁判記録、公判記録をぜひ読んでほ

しいと思うんですよ。あの公判記録を、私は、100％

はまだ読んでいません。しかし、多くかなり読ませて

いただきました。そういった中で、あの補助金問題自

体根本から間違ってるんだというところが、私は原点

だと思うんです。ところが、それをとっちゃって、会

計検査院から請求が出て、どうするかっていうところ

で動いたところからスキームが出てきたと。したがっ

て、私さっき言いましたけど、あの裁判公判記録見て、

初めから勝てる裁判じゃないじゃないですか。機械の

欠陥、トリニティという機械しか扱わない会社につく

らせて、秋田の大館の会社にあったんですが、そこの

会社のやつは今でもちゃんと動いてるんです。だから、

そういった点では、私は補助金がどういった形で決定

になって、３億、５億の規模が一挙に30億の規模にな

ったということについても、経過を全然検証しないま

ま、もう失敗した機械に責任があるという組合の主張

に乗っちゃって、裁判まで行った。しかも、お金がな

いから、県も市もお金を、裁判費用出します、弁護士

費用を出します、そこまでやった。しかし、公判記録

を見ると、ほんとにでたらめなやり取りがやられてた

というのは明らかじゃないですか。読みました、市長

は。つぶさに読んでないんじゃないですか。だから、

私は、市長がスキームが原点って言ったけれども、ス

キームはあくまでも会計検査院からの請求が出て、そ

っから始まったことなんです。だから、問題の原点は、

あの補助金事業自体が大きな欠陥だったということが

基本なんです。で、そこがないもんだから、組合に対

してきちっと対応できない。しかも、そして、市とし

て、債権者として、理事長の財産も押さえることない、

全部、後手後手です。ある物も押さえないで、理事長
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の財産がほかに渡ってるんじゃないですか。そういっ

た経過があった中での今日なんですよ。本人は、大手

を振って遊んで歩いてますよ。市民の感情から見たら、

何を考えてんだというふうな、私は市民の思いだと思

いますよ。金がない、裁判費用もない、県と市で出し

てくださいと。それが実態じゃないですか。大体、市

長の言う、あなた方の立場あればスキームが原点かも

しれない。しかし、私どもの側からすれば、今言った

ようにあの30億の事業が半年やそこらでパタパタと決

まってしまった。まさに、政治的な決定が今日の事態

を生み出したんだということを、私は、今日、全体の

流れから感じていますので。そういった意味で、私は、

やはり生産組合を免罪してはならないと、少なくても

直接の債権者である市が、きちっと私は請求すべきだ

と。それもできなければ、今、一生懸命弁護士でやっ

てるったって時すでに遅いじゃないですか。一生懸命、

自分の金じゃないからそんなことをできるかもしれな

いけど、自分の金だったらそんなことできないじゃな

いんですか。自分の金だったら延滞金とるんじゃない

ですか。公的なお金で、自分の懐が痛まないからそう

いう対応をするんじゃなくて、やっぱり市民の感情、

考えを生かした形で解決するのが本来なわけですが。

市長のいわくスキームが原点だということについて、

あなたの出発点はそうかもしれないけど、私は、やは

りこの事業の根本が間違ってたということが解決のた

めのスタートだと思いますので、そういった観点から

いきますと、今の状況っていうのは、私は納得いかな

い状況だということを申し上げておきます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  最初のご質問は返還にかかわ

っての話でありますから、当然に私は返還スキームに

触れて、これが返還の原点ですと、こう申し上げた。

ところが、今、城内委員は、いつの間にか補助金導入

のことがどうのこうのと、こういうお話であります。

議論が若干ずれてるんです。それを一緒に議論される

から混同が生じると。事業のことについては…… 

    〔発言する者あり〕 

○市長（山内隆文君）  答弁中ですから静かに聞いて

ください。 

 事業のことについては、これは裁判過程でも明らか

になってきたことであります。ただ、私どもは、返還

スキーム作成に当たって、回収に全力を尽くすという

ことであります。で、全力を尽くすことの一つの手法

として裁判という方途を選んでいるわけであります。

同時に、またこれまでも副市長等からも答弁させまし

たけども、理事等々のいわゆる役職員の責任について、

私どもただ手をこまねいて何もしなかったということ

ではなくて、種々検討をしてきたわけであります。当

然、法律の専門家でもある弁護士等々とも協議検討を

重ねてきた。その中でなし得ることをやってきている

わけです。やってきているんですよ。幾ら横に首を振

っても、やってることはやってる。その結果が出てな

いから何もやってないということではなくて、私ども

は回収に全力を尽くしてきたし、また同時に、理事等

の責任についても追及をしようということで種々検討

をしてきたんで、そこを勘違いなさらないようにして

いただきたい。 

 それから、もう一度言います。返還問題を問われた

ので、返還スキームについて、これが原点ですとこう

答えました。そこを混同した質問は、やはり混乱のも

とになると思われますので、整理して質問をしていた

だきたい。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の問題ですが、いわゆる市が債

権者になっておって、債務者に対して返還請求をする

と。その場合に、利子を課さない、そういう取り扱い

をしてる例はほかにありますか。あったらば、何が。

久慈市が債権者であって、あるのかをお知らせくださ

い。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  この件については、よく実

態調査しなければ答弁できないわけでありますが。た

だいまの質問は、その他の返還金に対して延滞金を課

してない事例っていうことでしょうか。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（外舘正敏君）  債権、例えば税等も含めて

ですか。それについては、少し時間をお貸しいただい

て、実態については調査したいというふうに思います

ので、お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 
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 以上で、歳入の質疑を終わります。質疑を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は、午後

１時といたします。 

    午前11時44分   休憩   

──────────────────── 

    午後１時00分   再開   

○委員長（澤里富雄君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 歳出、１款議会費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  75ページ、使用料の部分ですが電柱

等共架料、これは光ケーブルなんかを利用するための

電柱共架料だと思うんですが、今光ケーブル敷設、こ

れらが切断された部分があるわけで、ここの部分の電

柱等は既に復旧がなされているのかどうか。復旧され

ているのであれば、光ケーブルにかかわっては国のほ

うの予算措置、あるいは補助金等の決定がなされれば、

すぐ工事にも入れる状況にあるのかどうかお伺いしま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  ただいま電柱

共架料にかかわって質問をいただきました。 

 電柱につきましては、従前の津波で被災した部分と

思いますが、そういった部分につきましては従前の場

所に復旧したもの、それから新たに用地を手立てして

復旧したものとさまざまございます。これらにつきま

しては、おおむね復旧等が既に終わっているところで

すので、今後３次補正の成立を見まして、早期に復旧

したいというふうに考えておりました。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  75ページの地デジに関連してお伺い

しますけども、ラジオの受信というのは、難聴地域の

ラジオの受信が、震災時において非常に聞こえづらい

部分等が多くあったようでございます。特に山間地、

震災の際、こういう震災が起きた際には、非常にラジ

オというのは頼りになる。それが頼りなわけですが、

その辺を調査なさったことはおありかどうか、ちょっ

と伺います。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  今回の震災の

際、委員おっしゃるとおり非常に災害時、ＦＭですと

か、そういったものがだいぶ役立ったというふうにと

らえておりました。 

 ラジオの難聴地域についてでございますが、これに

ついては、これまで調査した経緯はございません。た

だ、災害時にかかわっては、大電力放送という、ここ

であれば札幌でＮＨＫの第２が放送しておりますが、

これらが震災の際には同じ情報を出すという形で、比

較的ＮＨＫ第２については聞き取りやすいというふう

には伺っておりました。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  ありがとうございます。いずれ非常

に頼りになるということを実証されたわけでございま

すので、このラジオの難聴地域というのを調査しなが

ら、これは万全を期して、そういう体制でいっていた

だきたいと思うところであります。夜中になれば、北

朝鮮のほうの放送みたいなものばっかし、強烈に強い

電波になってきますが、肝心な部分がきちっとできる

ような体制というのは大事だと思いますので、その辺

をよろしくお願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  ＡＭラジオに

つきましては、非常に周波数が混んでいるという状況

で、なかなか世界的に割り振りチャンネルが９おきに、

例えば民放であればＩＢＣラジオが684、そうすると

次が673というように９刻みで全部周波数があるとい

うふうに聞いておりました。これがアメリカを除いた

ところで全部割り振るということで、新たに中継局等

をつくるということになると、非常に世界的な規模で

の周波数割り当てというのも必要になるやに聞いてお

りました。いずれ、難聴地域の解消等につきましては、

放送事業者等とも協議してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  76ページの総務管理費の交通安全対

策費、このうちの交通指導員の報酬ということについ

てお尋ねをします。 
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 現在、久慈市における指導隊員の方々の人員、それ

から報酬を具体的に時間給なのか、あるいは半日、あ

るいは１日の日当なのか。多分私の記憶では３段階く

らいに分かれていたように記憶しておりますけれども、

現在どういう報酬体制になっているか、ここをまずお

尋ねします。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま交通指導員

の報酬につきましてご質問いただきました。 

 まず、交通指導員でございますけれども、設置規則

によりまして、定数29名のところでございますけれど

も、昨年度末で24名の配置というふうなことでござい

ます。年度間の若干の増減もございましたけれども、

そういったところでございますけれども。 

 それで、報酬につきましては、委員ご指摘のとおり

３段階の措置でございます。３時間までは時給１時間

当たり1,000円の措置、それから３時間を超えて６時

間までは4,000円、それから６時間を超える場合は

5,000円というふうな基準で報酬を支出させていただ

いております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  これは時間給でもそのように３段階

に分かれているわけですが、私も前職の関係でいろい

ろ指導隊の方々の活躍、ご苦労というのは誰よりも理

解しているつもりでおります。 

 大変いろいろの催し物、交通ばかりでなく、さまざ

まの分野で体を張ってご活躍されているわけなんです

が、やはりあの方々はプライド、あるいは誇りといっ

たものを非常に大事にしている人たちなんですね。 

 だから、それには何もなくて無事にすべてが終了し

た段階というのは、当たり前のことが市民にとっては

当然のことのように見られているんですけれども、実

は１分１秒なりとも気を緩めないような、いろいろな

事象、検証を現場の中で活躍されているわけです。 

 したがって、本来名誉だとか、あるいは誇りという

ものをもって、おんぶにだっこしている時代は、それ

はそれでよかったと思いますけども、これから社会が

高齢化されていく中で、いろいろの面において指導隊

の方々の活躍する期待度というのは大きくなっていく

わけです。 

 同時に、隊員の方々の平均年齢とか、そういうとこ

ろまで申し上げるつもりはありませんが、私らがよく

現場で活躍している姿を見ると、結構中年から高齢の

方々までたくさんいらっしゃるわけですけれども、や

がては後継者づくりというのはどの組織でもどの団体

でも一番大事なことですので、これからの地域の安全

とか、もちろん交通の指導ばかりでなく、いろいろな

面で活躍してもらうためには、後継者づくりというの

は当然念頭におかなければならないわけですが、そう

いうためにも、少しでも活躍してもらう人たちを確保

していくためには、順次世代が交替されていく中で、

積極的に交通指導隊になろうという気構えを持つよう

な、ある意味で魅力のある指導隊の実態になってほし

いと、そのような希望をもっております。 

 それがイコール金銭面というのは、理論が飛躍して

いるかもしれませんが、どうも１時間だから、あるい

は２時間だからったって、それは活躍する実働の時間

はそうですけれども、その準備、前後、その他を見る

といろいろ精神的にもいろいろな面で負担が多いと思

います。 

 そういう意味から、もうちょっと処遇の改善をとい

うものは見直して、金額で幾らとは申しませんが、現

在の段階よりも若干でも改良、改善する考えがおあり

かどうか、まずその点についてお考えをお伺いしたい

と思います。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま交通指導員

の処遇の改善ということでご質問いただきましたけれ

ども、これにつきましては、今の報酬体系自体は平成

18年度からこのスタイルになってございますので、他

市の状況等を勘案しながら毎年のように意見、情報交

換はさせていただいておりますけれども、今の時点で

は、他市との均衡ということを考えますと、特別大き

な違いはないのかなと思ってございますけれども、今

後ともまた調査、研究は続けてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  なんか一発回答的な考え方からたつ

と、若干消極的に映るんですけれども、心の中には何

とかそういう方向にも検討していきたいというように、

勝手に解釈しました。 

 いろんな機会を通じて、久慈市だけが突出という意

味のことは申し上げません。ただ、少なくても久慈初
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というところがあってもいいんじゃないですか。ほか

の市町村の動向を見ながらとか何とかということでは

なくして、久慈の独自の考え方で、そうしてこうある

という姿を見せることも、時として私は大事なことだ

とそのように思いますので、これからの検討、見直し、

さまざまを含めて、あの方々の活躍を期待するがゆえ

に、さらに検討を重ねていただきたい、そのように思

います。以上、ご答弁はいりません。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  69ページ、上段のほうに地震津波等

災害応急対策経費委託料というのがございますが、こ

の中身についてお願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  これは、先の震災の際に

防災無線等のバッテリー、これは被災を受けた防災無

線等があるわけですけれども、それのバッテリー交換

の委託料等でございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  了解いたしましたが、今回久慈も大

変な津波の被災に遭っているわけでございますが、先

ごろ今回の議会において、震災の灯油の値段の云々言

う請願だか陳情だか来ているわけでございますが、こ

ういった面から考えても、震災をされた皆様方に対し

ての、市として震災灯油というかそういった形の手当

かなんかを考えていく必要が私はあろうかと思うんで

すが、そういった面については考え方があるのかない

のかお尋ねをいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  これまで市におきまして

は、原油の高騰の際に、いずれ一時福祉灯油という形

で２年ばかり灯油券を配布した例はございます。 

 今回、まず灯油に関してですけれども、現在原油の

価格が暴落ではないですけど、かなり落ちています。

それで灯油に絞った委員のご質問ではないと承ります

けれども、いずれこれまでの一般質問等でも答弁して

おりますように、被災世帯における支援、これにつき

ましてはいろんな角度で支援をしてまいりたいと思っ

ております。ただ、今現在のところ、灯油券とか灯油

に係る支援ということは、今は考えておりません。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  はっきり言えば、余りよくないんで

すけども、誤解を恐れず申し上げたいと思いますが、

よその地域と比較した場合は、久慈市の災害の状況と

いうのはごらんのとおりだというのは皆様方ご承知の

とおりだと思うんです。 

 お金があれば、潤沢な支援は何でもできるわけでご

ざいますが、幸いにして久慈市の災害の規模という段

階で見るならば、ここはやっぱり名をとる意味におい

ても、私は市は検討に値するんではないかなと思いま

す。 

 大変な出費を要するような形のものは当然、市とし

てはできないと言えば失礼だけども、なかなか厳しい

と思うんです。去ることながら久慈市の状況を見て考

えるならば、私は、決断は考えどころじゃないかなと、

そういった意味からすれば、この震災で思い悩みをは

せているほかの地域に対しても、久慈市が先兵をつけ

ていただいた、こういった思いというのは当然出てく

るという意味から申し上げれば、私は検討に値するん

じゃないかなという意味で申し上げましたので、参考

までにご意見をいただきたい。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  恐らく気持ちといいます

か、被災者に対する気持ちは委員も私どもも同じだと

思っております。 

 それで、他市町村に先駆けてというようなお話でご

ざいました。私どもも委員がご案内のとおり３月11日

発災以来、他の市町村に負けないぐらいに市の独自、

判断において国・県等の動向がはっきりしないまでも、

いわゆる保育料の減免とか、そういうふうないろいろ

な手を打ってきたつもりでございます。 

 いずれ国の県の制度もだんだんに明らかにはなって

きておりますけれども、生活者支援というふうな立場

においては、これまでの気持ちのとおりいろんな角度

では検討してまいりたいと、そのように考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  了解いたしますが、別な点について、

もう一つお伺いしたいと思います。77ページ、地域コ

ミュニティ振興事業補助金というものについてお伺い

をいたします。 

 主要な施策の成果に関する説明書、６ページ、この
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中には久慈・ワーキングサポートセンターという団体

に対して、『久慈地方正調盆踊り「夜明けガラス」の

復活と普及』というような名目で、補助金の交付がな

されたということの説明がございますが、久慈地方正

調という言葉はどういうように理解したらいいかお尋

ねいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  これは事業の

名称でございまして、特に正調という部分で、これが

以前、委員さんからもいろいろお話あったかと思いま

すが、この団体がやった事業について、これが正調で

あるというような確たるものがないというふうに考え

ております。いずれこの団体が、これまで残ってきま

した夜明けカラスという唄い方等を高校生等に語り継

ぎたいという形で、この歌、踊り、太鼓について普及

をしたいということで事業を行ったものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  誤解のないようにお聞きいただきた

いと思うんですが、私はこの事業そのものに対しては、

別に何も異議を唱えるつもりもございませんが、この

正調という言葉がつく形のものを行政が取り上げて、

記録に残っていくんだという形から申し上げれば、今

おっしゃられたような形で、それぞれの地域がそれぞ

れの特徴あるところでやっているところの中において、

ここが正しい調べを継承しているんだという、権威を

与えたに等しい状況の解釈さえ生まれてくると。ひい

てはそういう細々しいところの繰り返しが歴史の中に

権威づけられていくんだというのは、いろんな意味か

らすれば例がないわけではないわけでございますので、

この正調という言葉を使うという段階においては、私

は、行政として取り上げて扱っていく段階においては、

慎重に考えるべきではないかと思いますが、考え方を

お伺いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  確かにこうい

った部分での正調なり本家なり、そういった言葉の部

分については気をつけていかなければならないものと

いうふうに考えておりますが、いずれこの事業につき

ましては、こういった形で出てくるものにつきまして

は、事業の名称等について、今後気をつけながら、確

認しながら、というふうなことで進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この正調という言葉でのあれが、何

年か前から出ているようなんですが、教育委員会とし

てはそういったものについて、何が正調という表現を

されるゆえんで、じゃあ、ほかの団体の人たちが取り

組んでいるものはイカサマだという認識が出ているの

かどうか、そういったところの考え方があるのかない

のか、ちょっと参考までにお聞きしたいです。 

○委員長（澤里富雄君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  この正調何々とか、本

家何々というような表現につきましては、教育委員会

としてその基準、考え方をまとめたものはございませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  先ほど、最初、今後気をつけたいと

いうご答弁をいただきましたので、よくよく私のお話

をしたのにご理解をいただいたものと思っております

ので、ひとつよろしくお願いします。以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  76ページの交通安全対策費でござい

ますが、東日本大震災によりカーブミラーの破損の有

無について６月頃調査したと記憶をいたしております

が、その調査結果等どのような対応をしたかをお伺い

いたします。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  これは震災の報告の際も

お話しした経緯があると記憶しておりますけれども、

いずれ箇所数は数カ所でございますが、そのうち、い

わゆる家屋、これが流出したところについては、まだ

つけるのを検討中のところも諏訪下と久喜があります。

それ以外については、早々に復元したところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  このことに対しましては、やはり私

が運転している立場上、大変危険を感じますので早急

に対応していただきたいと思いますが、お伺いをいた

します。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまカーブミ
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ラーの件でご質問いただきましたけれども、委員ご指

摘のとおり当方で捜査今しておりますけれども、今、

設置箇所等を、それからあと地域での必要箇所等の割

り出しをしながら、予算の確保をしながら、できるだ

け早い時期に対応してまいりたいと考えておりますの

で、ご了承お願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は67ページ、一番上の３段目

ですが、個人情報保護審査会委員報酬３万300円決算

計上になっております。これを見ると、多分１回ぐら

いしかない委員会やらないで、会長、副会長と決めた

ぐらいの委員会ではないかなと思うんですけども、具

体的にこの委員会は何を議題としてやるのか。法律に

基づいて必至の委員会なのか、そこのところについて

もお聞かせいただきたいと思います。一つは具体的に、

決算の中での具体的な案件は何があったのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、69ページの真ん中辺の派遣職員滞在費補

助金というのがあります。これ1,800万円ですけれど

も、これは例えば派遣職員、県庁に派遣したりあるわ

けですが、一人当たり、何人派遣されて、対象ですね。

その滞在費補助金の積算根拠はどうなっているのかお

聞かせ願いたいと思います。 

 それから、北方領土返還要求運動岩手県民会議負担

金5,000円、これずっと毎年計上してきているわけで

す。国の方針が北方領土返還ということになって運動

をしているわけですが、しかし、実際は遅々として進

まないという状況であるわけですね。 

 この問題は、今の政府のやり方で本当に返還が実現

するのかという疑問をずっともって来たんですが、そ

の点、そういった疑問点をお持ちにならないのか。あ

るから出してきたのか、そういうふうな感じもします

が、現時点でどういう認識をお持ちなのかをお聞かせ

ください。今の運動のやり方で返還がかなうのかどう

か。 

 それから、顧問弁護士委託料57万7,500円計上にな

っておりますが、これは一般的な久慈市の、いわゆる

顧問弁護士のことなのか、一般行政というか。何か問

題があったら議論やらをしてきたのか。あるいは森の

トレーのかかわりの弁護士料も入っているのか。この

点弁護士委託料の内容についてもお聞かせをいただき

たいと思います。 

 もう一点、先ほど下舘委員からお話があったんです

けども、ラジオの関係でございます。先ほどＡＭの電

波が９ポイントごとに刻みが混んでいるんだという話

であります。 

 私、これまでもこの点は、これまで議会で申し上げ

たことあるんですが、久慈から盛岡に行く途中の中で、

久慈は1341ですよね、確か周波数。それで渓流で消え

ちゃうんですよ。そして、281号そのまま行きますと、

葛巻町に入りますとＦＭが聞けるんです。そしてまた

切れます。そして沼宮内に入ると531という電波でＮ

ＨＫ第２が聞けます。そういった形でエリア、エリア

ごとに聞ける周波数が違うんですよね。 

 この点、やはり実態はそうなっていますから、きち

っと調査した上で、これどこが調査するのかと言えば、

今、地デジの調査は国なりＮＨＫなりそういったこと

でちゃんと金をかけておりますが、ラジオの問題につ

いてもしかるべきところがするべきだと思うんですが、

当然久慈市の予算でそんなお金余裕があるわけではな

いし、しかるべきところに要求すべきと思うんですが、

その調査する機関はどこなのか、そこも含めてお聞か

せ願いたいと思います。ちなみに八戸方面に行くと

999という周波数で聞けるんですよ。 

 私、よく高速道路を走っていますと、この区間はこ

の周波数で交通情報を聞けますという周波数が書いて

ありますよね。ああいった形で、この地域のエリアは

この周波数で聞けますというきちっと案内板をつけて

やっていくと、そのエリア、エリアで聞けるのかなと

そう思いますが、そういった点での改善策が必要では

ないかと思います。 

 もう一点は、久慈湊源道のトンネルは、トンネル内

も放送が聴けるんです。そういう設備をしたんです。

私は、トンネルも当然必要だと思っているんですけど

も、そういった意味では本当に久慈から出発して渓流、

さっき言った山合いの中に行ったときにない。そうい

ったところに電波が通るような仕組みをどうつくって

いくかというのは当然これからの対策だと思うんです

が、そういった点、やっぱり危機対策、津波・地震等

の対策から、やっぱり住民の命を守るという意味から

も、いち早く危険を知らせるラジオ、特に今車でしか

私たちは、なかなか移動する場合車しかないわけです

ので、そういった点での安全確保のために、この点必
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要だと思うんですがお聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  北方領土返還にかかわって

のご質問でありますけれども、いずれ北方領土全島返

還というものは、我々日本国民の悲願なわけでありま

して、いずれそういうふうなことから国の推移を我々

とすれば見極めながら、この全島返還にいずれ期待を

しているところでありますので、その点はご了承願い

ます。 

○委員長（澤里富雄君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  私のほうからは３点ほど

質問いただきましたので、お答えいたしたいと思いま

す。 

 まず、個人情報保護審査会の委員の報酬に関しての

ところでございますが、これは市において久慈市個人

情報保護条例がありまして、それに基づいて実施機関

の諮問事項等を調査審議するために置くということの

規定に基づいて置いているものでございます。 

 平成22年度におきましては、先ほど委員のほうから

もお話があったんですが、会長の互選等を行っている

ところです。今年度におきまして、震災にかかわって

の被災者支援システム等に個人情報等を出して、支援

システムを充実させていくということで、その辺のと

ころを審査したところでございます。 

 次に、派遣職員の滞在費補助金についてでございま

すが、22年度決算におきましては、２名分の費用でご

ざいます。月額７万5,000円ということで、住宅の家

賃等の経費等を積算いたしまして経費が出ているとこ

ろでございます。 

 あと、もう一点の顧問弁護士の委託料でございます

けれども、これは２名分の委託料でございまして、市

が行っているいろいろな事業について弁護士のほうに

相談しているところでございます。森のトレー関係等

の相談も行っているところであります。 

 あと、訴訟に至った場合の費用については、また別

途生じてくるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  ラジオの難聴

の件についてご質問いただきました。 

 先ほども委員もご指摘のとおり、例えば久慈でＮＨ

Ｋが531で聞こえたものが、別のところでは1341にな

るというふうに、そうしますと、例えば先ほど申し上

げましたとおり、北米を除いて同じ周波数帯の中を９

刻みで使っているということになりますので、難聴を

解消するということになりますと、新たな中継局をつ

くらなければならないと、それについては非常にチャ

ンネル数が混んでいると、それから費用がかかるとい

う部分で大変難しいというふうに言われているようで

ございます。 

 あと、トンネルのお話もいただきました。比較的長

いトンネルといいますか、そういったところに道路情

報等の千六百何がしというふうな表示が出ているよう

でございます。ただ、民放にいたしましても、トンネ

ル以外であれば民放にいたしましてもＮＨＫ等にいた

しましても、ここの地区はこの周波数帯ですよという

ような看板をつくるにしても、かなりの設置数なりが

必要になってくるのではないかなというふうには考え

ておりました。 

 いずれ難聴地域の解消は難しいとは言われています

が、先ほども下舘委員さんにご答弁申し上げましたと

おり、どういった形でなっていくのか、それについて

放送事業者のほう等々確認といいますか、協議をして

みたいというふうに考えておりました。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の点ですよ。地デジ対策の金とい

ったらものすごい金がかかっているんじゃないですか

ね今、いろんな形で。それから比べたらラジオという

のは、そんなにかからないと思うし、いわゆる標題に

載っていないこれまでね。だから看板までつける金が

かかったら、例えば地図上にエリアをつけてここはこ

うですとわかればいいわけです。そういった今、工夫

が必要なんで、これを知らないまま議論してもなりま

せんので、いずれこれは放送、特にＮＨＫですよ。民

放ではまた金がかかるということで、ＮＨＫは国営放

送ですので、ＮＨＫについてはそれなりの財源もある

わけで、ラジオを聞けばいつも受信料でこの放送をつ

くっていますというのは、アナウンサーはしょっちゅ

うしゃべっていますよ。そういった意味では、民放と

いうよりやっぱりＮＨＫに対して、その費用的にどう

かかるのかどうか、そういった点をぜひ調査していた

だきたいと。 
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 それと、もう一つは例えば1341のエリアをふやすに

も、確かに私は方法はわかりませんが、例えばトンネ

ルの際には線を引けばいいとか、さまざまあるんです

が、そういった形で電波がそこを走るような形のもの

をつくっていくしかないと。今言ったように、あなた

が答弁したように中継局つくればうんとということで

すが、そんな中継局が必要なのかどうかも含めて、こ

れは調査をしていただいて見ていただきたいと思いま

す。そうでないとやっぱりこの問題、なかなか解決を

しないので、その点お聞かせ願いたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  難聴地域の解消につ

きましては、各委員さん方ご承知のとおり喫緊な課題

かなというふうには考えておりますが、今お話のあり

ました、例えばトンネル内で聞けるようにするという

場合、これは道路管理者の許可を得なければならない

と、その内面の強度の測定、それからそれに対する工

事、あれやこれやただ電波を通すだけではなくて、さ

まざまな経費なり手順を踏んでいかなければならない

というところもありますし、鉄塔、中継塔の設置につ

きましても、それぞれ相当の経費がかかるということ

でございます。 

 ただ、どこの部分がどういうふうに対応すれば、そ

れが難聴が解消できるかという、これについても相当

の経費がかかるというふうに承知しておりますので、

とりあえず課長のほうからもご答弁申し上げましたと

おり、事業者のほうと協議をしてみたいということで、

きょうはご理解いただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今答弁わかりましたが、実は新潟に

行ったときに、これ20年も前なんですよ。田中角栄さ

んの時代だったと思うんですが、当時もう既について

いるんですね。私、それもこの議場でしゃべったこと

があるんですが、やっぱりそういう意識があってトン

ネル等につけることも、当時から進んでいますから、

そういった意味では、これ今始まったわけではないの

で、必要な資料等もあるところにはあるわけですので、

今言ったように、費用が莫大にかかるという答弁じゃ

なくて、やっぱりきちっと調査をして、この程度かか

るんだ、あるいはこういったことも必要だということ

をやっぱり言っていただかないと、今の答弁では、最

初から廃案だなという気がしますが、いずれそういう

歴史的なそういうトンネル等の聞けるような状況とい

うのは、もう20年も前からありますから、そういった

意味では、そういう技術も進歩していると思うので、

そういった調査も含めて真摯にやっていただきたいと

思います。ぜひお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  トンネルそのものに

つきましては、もう一度ご答弁申し上げたいと思いま

すが、そういう対応ができるトンネルと、そういう対

応ができないトンネルというのがあるというふうに、

私承知しております。幾らトンネル内を通すと言って

も、安全対策上、これは内域にはそういうふうな装置

はつけられないというトンネルがたくさんございます。

そこのところもご理解いただきたいと思います。 

 また、これら難聴の解消に係るさまざまな施設整備、

これについては相当の経費がかかるということでござ

いますので、一長一短にはこれは対応しきれないとい

うところもございます。いずれにいたしましても、事

業主のほうと、とりあえず協議をさせていただきたい

ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私から、先ほど砂川委員が質問した

福祉灯油の絡みなんですけど、答弁で菅原部長が下落

傾向にある、暴落とまでは言えないけれども下落傾向

にあるという灯油の見通しについてお話をされたわけ

でございますけども、私も先般、教民の委員会で請願

審査したわけですけれども、請願者の意はかなり高騰

になるんだというふうなことで、福祉灯油、またやる

べきではないかという請願なんだけれども、部長の答

弁が暴落とまではいかないけれども、下落傾向にある

という答弁があったものだから、それをもう一度詳し

くというか、どういう見通しなのか聞かせていただき

たい。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  原油の動向でございます

けれども、現在、９期連続で下がっているふうな状況

にはございます。委員のおっしゃるとおり先はわかり

ません。ただ、現在、ストップ安まで行っているかど

うかじゃないんですけれども、いずれにしろ下落傾向

にあることは事実でございます。 
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 したがいまして、今、現在冬場にどうなるかわかり

ませんけれども、いずれにしろ福祉灯油というふうな

格好での、まず判断に立つかどうかは今のところまだ

そこまでには至っていないということでご理解いただ

きたいと思います。 

 いずれにしろ、ただ被災者支援については、いろん

な角度からは考えていきますと、そういうふうに答弁

したところでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  平成20年の８月25日に、同じような

請願が出た経緯があります。たまたま私ちょうどその

とき入院しておりまして、これに携わらなかったとい

うようなことがありますけれども、市の制度導入につ

いては、国そして県というふうなことを受けながら、

市としても制度を導入していくというのは基本姿勢だ

と、これまでもそういうふうに伺っていますけれども、

前回は、県では福祉灯油支給への助成予定があること

から、市としても昨年度同様の支援を実施してまいり

たいというのがこの回答だったのです。 

 今、部長の答弁を聞いていますと、県として、いわ

ばこういう福祉灯油の制度を改めてやるという情報が

あるのかないのかの１点、それから今、部長が言って

いるこの復興にかかわって被災者の生活を守っていく

というか、この冬場に向けて、いわば単独でも状況に

よっては復興に向けて、こういった復興灯油と言いま

すか、そういったことを実施する状況によっては考え

方があるのかないのかというのを１点をお聞かせ願い

たい。 

○委員長（澤里富雄君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  県の方で内部は別にしろ、

公的にこういうふうにやるというふうな方向について

のお知らせといったことは私は聞いておりません。で

すから情報はないものと考えております。 

 それから、実際にどのようなケースになった場合と

いうことはあれですけれども、いずれ委員がおっしゃ

った指摘のやつのときには、大体の前年度に比較して

５割、18リッター1,200円程度ものが1,800円超えたと

いうところで、これは大変だというふうな判断に至っ

たというふうに記憶しております。 

 そして、その次の年も大体同じレベルだったんです

けれども、いずれ若干下がり気味だったんですが、こ

れは、県はいずれやる自治体に対しては補助するとい

うことでございますので、それは私どもも市民に対し

て、やはり県も補助するものでありますし、それはや

はり同調、協調したほうがいいという考え方に立って

２年連続福祉灯油等の発行いたしました。 

 これにつきましては、今申し上げましたように、ど

のラインが厳しいラインか、これについてはその時々

の判断、政治判断等も入るかとは思いますけれども、

いずれ国・県とは申しませんが、そのときの環境を見

ながらやはり判断してまいりたいと、そのように考え

ております。いずれ1,800円になったから出すんだと

か、そういうふうなことは今申し上げられるというふ

うなことではございません。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  何点かお聞かせいただきます。一

つは、職員の健康管理の問題で、震災対応で大変ご苦

労をされて、心身ともに大変な状況にあるということ

もお聞きをしました。それらも含めて、職員の健康管

理につては特段、意を用いていく必要があるだろうと

いうふうに思います。 

 その点で、産業医の果たす役割・使命というのは非

常に大事ではないかというふうに思うんです。そこで

産業医が果たされている役割の現状と、これからも、

ますます意味が高まると思うんですが、今後の活躍し

てもらう方途についてお聞かせをいただきたい、第１

点。 

 第２点は、これは75ページですか、主要施策でもあ

るんですが、３カ月間の市民バス実証実験運行事業の

実施をされております。これの結果と、その結果を受

けて、これをどう実際に生かしていこうとしているの

か、まずその２点を聞かせてください。 

○委員長（澤里富雄君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  産業医のことについての

ご質問でございました。 

 産業医１人の方をお願いしているところですが、震

災等に伴いまして職員のほう長勤等がかなり多くなっ

ている、かなり仕事等も多くなっているということで、

月に100時間を超える場合、産業医による保健指導等

の勧奨を行っているところであります。それらの相談

を受けながら体調とか、睡眠等について相談している

ところでございます。 
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 あとそのほかにも、震災後ということで岩手医大等

と連携しながら、精神的な面等のチェック等の調査を

行なったり、相談等を行なっているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  昨年実施いた

しました市民バスの実証実験運行についてご質問いた

だきました。 

 実証運行につきましては、昨年８月から10月までの

３カ月間ということで、各路線ごとにテーマを設ける

ということでやらせていただきました。やり方とすれ

ば、既存の走っている路線のところに時間帯に追加す

る、もしくは土・日・祝運行していないところに運行

するというふうな方法でつけ加えるような形と言いま

すか、現在の運行に足してというふうな形で運行させ

ていただきました。 

 主なところでは、久慈海岸線の部分、昨年の運行と

すれば久慈から久喜を通って小袖を回って、その逆回

りもあって、そういうループのものだったわけですが、

例えば観光としての使い道はないのかということで、

久慈駅から小袖までで折り返すような便ということで、

観光をテーマにしたような便。それからショッピング

センター、消防署の前に今までとまってない便をルー

トを変更して、買い物だったら利用者がふえるんじゃ

ないかというようなこと、それから、一部時間帯の変

更といいますか、追加をしてみるというふうな形、そ

れから一部津内口のデマンド運行というのも実施をし

たところでございます。この結果でございますが、い

ずれ久慈海岸線等については、なかなか観光としての

利用というのはなかったというようなことで、あとは

日吉の分の循環線でいきますと比較的時間といいます

か、利用者が多いというような形等もございまして、

平成23年度からの見直しに当たっては、実証運行の結

果を踏まえて日吉循環線の部分のルートを変更すると

いうな格好でやってございます。 

 それから津内口のデマンドについては、なかなか期

間中利用者はなかったんですが、その後も説明会等を

開催させていただきまして、今年度から津内口のデマ

ンドということで運行しているところでございます。

そういったことで、今年度の23年度からの見直しとい

う部分にも生かしているというふうなところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の市民バスの問題、そこで、そ

れの運行に当たっては、いわゆる要望も反映されてい

ると思うんですが、児童生徒・学生の通学上の利用等

も、当然に考慮されておられると思うんですが、その

点いかがでしょう。改めてお聞かせください。 

 それからもう一つは、84ページの選挙の問題。過般

の参議院選挙の際に、かなりの無効票が出ましたよね。

県下の中でも非常に不名誉な数字が出たと思うんです。

それについては、いろいろ改善課題については検討し

たいという答弁をされていますね。そこで、これから

のそういう改善の方途、現時点でお持ちいただければ

お聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管管理委員会事務局長（久慈清悦君）  私のほう

から参議院議員選挙における無効票の件についてお答

えしたいと存じます。 

 前の一般質問等にもいろいろ質問いただいて、ご提

言等いただいているところでございますが、投票用紙

のそれぞれの交付等について検討していきたいという

ことでやっているところですが、今回の知事県議選挙

等においては、まずいろいろ設備等記載台の問題等も

あって、なかなか進めないところもあったんですが、

期日前投票等において、２回交付というか、それぞれ

の交付をしたところであります。提言を踏まえまして

有権者の意思が反映されるように、事務的にも進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  市民バスの時

間の関係で通学ということの話をいただきました。 

 市民バスにつきましては、利用者がこれまでも通院

それから通学といった方々を主眼において運行をして

きております。今回、23年度見直し等に当たっても、

地区の説明会とかさまざまやっておるわけですが、い

ずれ通学の実態に合わせた形ということで協議させて

いただいて、今の運行というふうになって、おおむね

支障がないものというふうに考えているところでござ
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います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  市民バスについて、１点だけ改善

を検討いただきたいのがあるんです。幸町、日吉町で

すか、あのバスが長中に行くには、長中前に８時６分

だか８時ちょっと過ぎに着く時間帯になっているんで

すね。それでいいと思います。 

 ところが幸町の旧長中の仮設住宅10戸あるわけです

が、あそこに高校生の子供さん３人ほどおられるんで

すね。あそこからこっちにくるというのは８時17分な

んですよ。そうすると、久慈高校にしろ、東高校にし

ろ、間に合わないんですね。なかなか大変だと思うん

ですが、聞けば普段はいいでしょうが、雪が降ったり、

雨が降ったり、なかなか大変だと、いちいちタクシー

なんかも使うのも大変だと、送り迎える人がいないと

なれば、そういう声も聞きました。これについても、

ぜひ検討をお願いしたいというふうに思うんですがい

かがでしょう。 

○委員長（澤里富雄君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  バスの運行につきま

しては、大多数の方が利用できるというのが大前提と

いうふうに、最大公約数的なダイヤの設定ということ

でダイヤを設定させていただいております。 

 確かにそういう事例があるかもしれませんけれども、

それぞれ個々に一カ所動かすと、実は全体がゆがんで

しまって、そういう考え方が崩れていくという状態に

もなります。いずれにいたしましても、そういうとこ

ろもあるということで念頭に置きながら、ダイヤ編成

に当たっては考慮してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  69ページの駐車場の関係なんですが、

アンバーホールなりを会場としていろんなイベント等

があった場合に、市役所のところとか長内分校、久慈

校の、使っているんですが、それでも非常に駐車場が

不足するという場合があるように私は見ておるんです

が、その場合に、長内校と長内川の防波堤の中間に県

の用地があると思うんですが、そこの柳の木が茂って、

大変いい場所にもあるにもかかわらず、全然手放しで

手がつかないで、本当にもったいないなというふうに

思うんですが、ここのところの駐車場等について、そ

ういうふうなときに、市のイベントなりあるいは役所

の駐車場が不足な場合等に使えないのかどうか、可能

性がないのかちょっとお伺いしたいと思いますし。 

 それから79ページの防犯灯についてお伺いしたいん

ですが、再生可能なエネルギーについて重点的に取り

組むということなんですが、これと省エネ型の電化製

品の普及、これは車の両輪といいますか同じような考

えで進めなければならないというふうに思うんですが、

この防犯灯等のＬＥＤ化、今のこの普及率なり、今の

取り組み状況どうなっているのか。 

 それから、もう一つはそのほかに市のほうで、省エ

ネ型の電化製品等を取り入れる施策等を、もし展開、

実施しておるんであれば、内容についてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  駐車場に関しまして、県

の堤防脇の用地について可能性はないのかということ

のご質問でございますが、これまではアンバーホール

等でイベントがあった場合は、市役所の駐車場、ある

いは長内校の駐車場をお借りしたりして対応をしてき

たところでございます。大体のところは駐車スペース

で十分足りているようにとらえておりますけれども、

そこの県の用地のところについては、これまで特に検

討した経緯はないところでございます。 

 今後、イベント等の際に不足が生じるようなことが

出てきた場合、そういったところも観点におきながら、

県のほうとも情報交換をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  それでは防犯灯に絡

んでの省エネルギーといいますか、再生化のエネル

ギーのＬＥＤ電灯の導入についてご質問をいただきま

した。 

 ＬＥＤにつきましては、非常に長寿命であること、

それからランニングコストが安いことで、導入が期待

されていたわけなんですが、普及当初は初期導入コス

トが高いということで、なかなか普及が進まなかった

わけでございますけれども、昨年度当たりから東北電

力さんからの寄贈をいただいている防犯灯であるとか、

それから市販のものも価格もなれてきたというふうな

こともございまして、昨年度はトータル40灯の導入が
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できたというふうなことでございます。 

 また、今年度につきましても、上期で11灯導入がで

きたというふうなことでございます。またあと、震災

後のメーカーさんからの寄附等もございまして、ある

一定の導入が弾みがつくのかなというふうには期待を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今の長内校前の土地の関係で、どこ

がいいかなと考えていましたが、ここで出ましたので

関連して質問しますが、国土調査は終わっていると思

いますが、地目は何で、本当に県の管理かどうかとい

うのを確認したいと思いますが、お願いしたいと思い

ます。 

 もう一つは、75ページの市民バス運行業務委託料で

すが、この成果のほうの説明書で44ページのこの委託

料支払額と45万円ぐらいの差がありますが、この見方

が悪いのかどうか、この辺をご説明願いたいと思いま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  県用地ですけれども、現

在ちょっと資料がございませんので、確認した上でお

答え申し上げたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  ただいまの市

民バスの関係でご質問をいただきました。 

 まず、決算書のほうの75ページにございます市民バ

スの委託料でございますが、こちらの方には、先ほど

震災の関係がございました、震災の関係で３月に運行

できない日がございまして、２方向から大尻まで行く

路線、それから久喜まで行く路線と、バスを２台使い

ました。 

 実は、昨年久慈海岸線は12月にがけ崩れ等がござい

まして、約12月の31日から１カ月、それから２月にも

再度崩落があってということで、都合２カ月２便運行

というような形をとらせていただきました。その関係

で、ここに計上されております決算書のほうの75ペー

ジのほうには科目が震災対応ということで２-１-１の

震災の委託料のほうから払っているものですから、そ

の43万円分が抜けているということでございます。科

目が違いますので、２-１-６と２-１-１の関係。それ

から主要な政策のほうにつきましては、いずれバスの

ほう全体で支払った金額ということで、その43万

3,000円、ちょっと今正確な金額までちょっとあれで

すが、その分を加えた額というふうなことでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  先ほどの再生可能なエネルギーの関

係なんですが、普通の機材、白熱灯それと大した変り

はないんですが、ただ、工事費等がワンセットで２万

円とか３万円というたぐいで、エリア的な工事、例え

ば同地区エリアで１日に３工事とか５工事とかするよ

うなまとめをして、工事費を、もう１灯、固定的な工

事費ではなくて、そういうふうな形でも出るのであれ

ば、それが例えば５灯エリア内で工事をして、１灯だ

ったら２万円とか２万5,000円なのが、７万円とか８

万円とか、そんな感じでも出るんであれば、だいぶ安

くＬＥＤの電球をつけることができんのかなと。また

再生可能なエネルギーに国としても本気になって取り

組むって言うんであれば、やっぱりそういう消費電力

の減量化、そういう部分等にも本格的に本腰を入れて

取り組んでいいんじゃないかなということで、そうい

うふうな面で国なり施策的にそういう補助等も、もう

ちょっと拡大していいんじゃないかなというふうなこ

とも考えます。 

 例えば普通の白熱球で40ワットの分が7.8ワットと

か、そんなたぐいで消費電力で光を得られるというふ

うな表示の電球が売られておるわけですよ。そうすれ

ば、６分の１とか、そんな感じでの消費電力で、今ま

での白熱球の光が、明るさが得られるというふうなこ

とになれば、やはりその辺も国とよく働きかけをして

いいのではないかというふうに思いますが、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ＬＥＤの普及にかか

わってのご質問でございますが、国でもってもう少し

補助制度を充実したらいいんじゃないかというご提言

でございます。これにつきましては、国に対して要望

する機会がありましたら要望してまいりたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  それではＬＥＤ導入
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に関しての工事のエリアの工夫というふうなことでご

質問いただいておりました。 

 設置経費につきましては、初期導入が最初高かった

理由、アセンブリーでしかつけられない、一つの製品

そのものの交換でしかつけられないというふうなこと

がありましてコストが高かったわけなんですけれども、

量が非常に出るようになってきて価格もなれてきたと

いうことで、問題になってくるのは高所作業がどうし

ても伴うというふうなことで、その辺のコストが問題

なのかなと思っております。 

 したがいまして、導入するに当たっては、工事をす

るに当たっては、どういうふうなやり方が安く済むの

かというのを研究してまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、３款民生費、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  一つは95ページ、子供の医療費助

成の問題、主要な施策の成果、24ページにもあります

が、ことし１月から小学生も対象にして医療費の助成

を行ってきているわけです。３カ月間ということで、

これを見ますと小学生給付件数が806件で、給付額は

91万3,000円ということで、確か、当初いわゆる小学

生６年生まで無料化をした場合には、確か1,800万円

前後の財源が必要だというふうに記憶しているんです

が、この結果を見る限りで言えば、そのときにもよる

でしょうが、これぐらいで何とか済むのであれば、何

とか２分の１じゃなくて、全額助成も可能ではないか

なという期待を込めてお聞きするわけですが、この背

景と、２分の１から全額助成への見通し、もしお聞か

せいただけるのであればお聞かせいただきたい、第１

点。 

 それから、この介護にかかわって、確か、家族介護

慰労金制度ありますよね。介護度４以上、１年以上介

護しておられれば、非課税世帯に対して慰労金をおあ

げするんだという制度があると思うんですが、それの

実績について、とりあえずその２点お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  医療費助成、小学生まで

拡大した部分についてということでございますが、１

月から３月までの部分については、主要な施策の成果

としてご報告しているとおりでございますが、実は本

年度の状況ということでございまして、対象が1,352

人、これが９月末時点というふうになりますけれども、

1,352人というふうなことで、この時点での給付実績

が、今現在、９月までの給付の分ですけれども619万

円というふうな額になっておりまして、大体見込額の、

年間予算の３分の１程度が執行されている状況という

ことで、今、ご指摘のありました全額でも可能ではな

いかという部分につきましては、今後秋口からインフ

ルエンザ等の懸念もございますので、そういったとこ

ろでは当分推移を見守りたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  家族介護慰労手当に

ついてご質問を受けました。 

 これは重度障害者と同居して、常時その介護に従事

している者の負担の軽減を図る目的で支給をされてい

るものでございまして、実人員は１名でございまして、

支給実績は４万2,000円でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  答弁いただきました。家族介護慰

労金、１名で４万2,000円と、そういうことで、在宅

でご家族が介護していただくと大変ご苦労さんですよ

ね。そこで、私どもは以前からいわゆる在宅介護手当、

月額１万円程度介護度３以上の方については考えたら

いかがですかという提起をした経緯もあるんですが、

いずれにしてもこの制度をどういう形でか、やっぱり

改善、充実を図る必要があるのではないかというふう

に思うんですが、再度お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 それから、104ページの生活保護の問題について１

点、いわゆる生活保護受給者でも、高齢者であったり、

なかなか公共バス機関をなかなか利用するのに困難な

状況にある方もおられますよね。そういう点ではやっ

ぱり車の使用、これをやっぱり通院や買い物等に必要

だというふうな、妥当だと認められるような場合には、

やっぱり車の使用も認めてもらうようなそういう要請

を県や国にもして、対応の改善を図る必要があると思

うんですがいかがでしょう。 

○委員長（澤里富雄君）  和野社会福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  生保に係る車の使用
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でございますが、保護は生活に困窮するものは、その

最低限度の生活を維持するために活用することを要件

としているものでございまして、受給者はその利用を

し得るすべての手段を活用する観点から、指針として

は障害者が通勤のため、他の交通機関を利用できない

など特別な理由を除き、原則保有できないことになっ

ております。現在は、そういうふうな指針のもとで自

動車の保有を認めていないものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  家族介護慰労金の支

給事業のお話でございますが、以前の議会の中で４、

５の拡大とか、それから慰労金についての額の改定と

いうことでご要望、ご提案をいただいたところでござ

います。 

 利用がないというのが、今までのそのときもお答え

をしたことでございますが、実際にはそういう状況に

ございます。それについては、まだ結論は出ていない

ところでございますが、皆さん家族介護をしている

方々の状況は十分認識しているところでございますの

で、それらについては改善をする方向で検討をしてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご理解を

お願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは95ページの障害者支援と

いうことで、それに関連して、いわゆる視力障害者に

対しての声の広報というものがあるわけですけれども、

その久慈市の現状とその実態ということについて、お

知らせをいただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  和野福祉課長。 

○社会福祉課長（和野一彦君）  声の広報でございま

すが、ボランティアグループにお願いをいたしまして、

福祉の村のほうで録音等を行っているものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  20年ほど前から、そのボランティ

アグループの皆さんが、福祉協議会に行ってボランテ

ィアでやっているという話を聞いております。 

 その方々のお話を聞きますと、現状の活動で、かな

り不便なことがあるということでございます。もう少

し行政の支援があってもいいのではないかという、そ

ういう声があるわけでございまして、実際にボランテ

ィア活動をなされている登録している方は７名と、実

際には４から５名が、その際には常時出てきていると

いうことで、対象者が19名市内には居るそうでござい

ますけれども、この19名の皆さんに例えば広報を１回

録音をするということについては、カセットテープを

利用しているわけでございまして90分かかると、それ

から議会報が加わると、なお90分と、それから災害等

が加わると、またそのカセットテープの本数が多くな

るということでダビングをする機械というのがあるん

だそうでございますけれども、これがたびたび故障を

すると、もう20年以上前の機械でございますので、故

障をすると部品が今はないということで探して、探し

て１カ月も２カ月もかかってやっと故障が治ってくる

という状態であるわけでございます。 

 それで、今は県の福祉のほうでも、デイジーという

機械があるんだそうでございますけれども、それにつ

いては県のほうでも補助金の制度があるというふうに

聞いておりますし、その辺のところでボランティアを

なさる方、もともと声の広報でございますので、本来

であれば広報を広く市民の皆様方にお届をするという

観点から言えば、これは行政の仕事でもあるわけでご

ざいます。長い間、そういうふうなボランティアの

方々にお力をお借りして活動をしていただける大変あ

りがたいことでございますけれども、そういう20年以

上もたっている機械等が更新期に入ってきているとい

うふうなことでございますので、何とかその辺のボラ

ンティア活動の皆さん方の負担、時間、要するに１回

声の広報をやるのに負担が３分の１ぐらいで、このデ

イジーというものの形をとれば済むんではないかとい

うようなお話もございまして、そういうボランティア

の方々の皆様方のそういう活動を支援する、あるいは

機械が古いことによって不必要な、余計な時間がかか

る、こういうようなことも考え合わせて、新しく更新

をしていただきたいと、これについて当局の考え方を

伺いたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、声の広報

のご質問にお答えを申し上げます。 

 この団体は平成３年の11月に結成されて、現在７名

でやっている「おとさた」という団体でございますが、

社会福祉協議会と申しますか、総合福祉センターを活



－29－ 

動拠点としてやっているところでございます。 

 市民の福祉の向上の一端を担っているということに

つきましては、委員ご指摘のとおりでございます。現

在、その実態を十分把握しまして導入できる助成事業

等があるものか、市単独での助成が可能なものか、そ

れらについて検討しながら対応してまいりたいという

ふうに考えております。 

○委員長（澤里富雄君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  県のほうの助成制度にもかなり率

のいい、高率の助成制度があるみたいなので、それと

抱き合わせて対応していただければというふうにお願

いを申し上げて、一言だけでよろしいですので答弁願

います。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、繰り返し

にはなりますが、ボランティア団体「おとさた」の実

態、それからその収録、その状況等を把握しながら導

入できる状況のものを検討し、できるだけ皆さんの活

動しやすい状況・環境をつくっていけるように努力し

てまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  １点だけちょっと、101ページの子

ども手当システム改修委託料、この関係ですけど、ま

た今月から子ども手当が変わりましたよね。確か１歳

から３歳までが１万5,000円、それ以上が１万円。そ

ういうことで変わるたびにソフトを変えないといけな

いということだと思うんですけども、それに対する経

費等どれぐらいかかるのか。それから実際に今回子ど

も手当が変わりまして、果たしてどの程度金額が変わ

るものかお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  高栁子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高栁利久君）  ただいまの子ども

手当についてのご質問いただきました。 

 改修費の経費でございますが、今、委員お話の101

ページにある541万8,000円、これが前回のときの改修

費でございます。今回の改修費については、まだ試算

しておりませんが、10月からということで、最初の支

払いが２月になりますので、次の12月議会ごろをめど

に、予算をお願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  高栁子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高栁利久君）  失礼しました。支

給額のほうでございますが、こちらのほうも、先日、

３歳までが１万5,000円とか、あと１万円というふう

に法改正になりまして、まだ、すいませんが、そちら

のほうも、住基等改修をして試算したいというふうに

考えておりましたので、もう少し時間をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  101ページ、放課後児童健全育成委

託料に関連するんですが、先日、学童保育の全国連協

の東北の研修が仙台であったわけですけども、それに

参加したんですが、そこで地方の状況で見ますと、今、

補助金、国、県、市が３分の1ずつ出してるわけです

けども、その積算根拠が、今、150万なんですけれど

も、それが450万になるんではないかというような、

審議会でそういう話も出てるという状況になってるわ

けです。 

 そこで、今、低い状況の中で、指導員の皆さんの給

料が非常に低い状況にあっているわけですけども、そ

ういった中での身分保障をきちんとしていく上で、や

はり社会保険をきちっと掛けていくということが、こ

の人たちも必要だというふうに言われてますし、指導

員の方々からもそういう要求が出てきてるんですが、

そこで、これまでも市連協を通じて、市長のところに

も要望が届いているんですけど、なかなか事業主負担

までは委託料の中に入っていないという状況あるわけ

ですけども、300万円程度が予算化されれば、全部の

学童保育でそういう対応ができるんだっていう状況が

生まれておりますので、そういった意味では、指導員

の身分保障ということからも、この点の充実が必要で

はないかと思うんですが、お聞かせいただきたいと思

います。 

 もう一つは、今回の大震災で、たまたま久慈の場合

は、学童保育そのものが、長内のわんぱくにちょこっ

とあって、学校に泊まったという経緯があるんですが、

陸前高田とか大船渡は直接被災をしたり、子供たちの

命を守るために、指導員が寝泊まりしてずっと守った

ということも報告がありまして、非常に、今回の震災

で、子供たちの命を守るために果たした役割は極めて

大きいんだということも、この間の研修会でも報告を

されました。そういった意味では、本当に放課後の子

供たちの安全を確保するためにも、非常に重要な役割
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を果たしているんだということも、この際強調された

わけでございます。そういった意味からも、そういっ

た指導員の安定を図っていくということの一助として、

この社会保険の加入が極めて重要だというふうに思っ

ておりますけれども、その委託料の改善についてお聞

かせ願いたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  高栁子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高栁利久君）  今、委員ご指摘の

学童保育所に係る職員の社会保険料のことでございま

すけども、昨年も要望をいただきまして、内部で検討

をいたしましたが、委託料とか、あと学童保育所の母

子父子家庭の補助金、こちらの方も130万ほどを補助

しておりますし、全体的に学童保育所に係る財源確保

のこともございますので、いずれ、今の委員お話にな

りました学童保育所については、適切な指導員の誘導

により無事避難できたということも、私たちも聞いて

おりますが、財政状況、厳しい中でございますので、

こちらのほうは、今後いずれ検討させていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ検討していただきたいというふ

うに思います。そこで、実は保育園の保育所の保育料

対策についても、極めて今、久慈は充実をしてきてい

ると、第３子についても半額になったり、そこで、今、

課長から母子父子についての補助金出してるんだと、

１人当たり2,000円だったと思うんですが、さらに市

全協では、いわゆる複数入ったときの補助金もいただ

きたいということで要望してるわけです。複数、例え

ば１年生と３年生、あるいは４年生と６年生、あるい

はそういった形で入ると、例えば２人入ると、例えば

みつばちだと、１年生だと8,000円プラス1,500円の、

9,500円かかるんです。その倍だと約２万なのですよ。

そういったときに、片方を半額にするとかっていう形

で、単独で軽減を図ってるんです。それ自体も、結局

運営費上大変だ、しかし子供さんたちが路頭に迷わせ

るわけにはいかないと、父母の負担も余りふえると大

変だということで、軽減措置を図ってるわけですけど

も、そういった意味では、やはり市から、そういう補

助はないんだけども、しかし実態が大変だと、しかも

公務員の方々だと、割と給料いいから大丈夫なんです

けど、誘致企業の方々は実際給料水準低いわけで、し

かしそういった方が一番必要なんです。そういった

方々の、安心して働ける状況をつくるためには、何と

しても入れたいと。しかし、お金が足りないといった

ときに、そういった形で、今、幾らかでも軽減図って

るというのがあるわけです。そういった意味では、そ

ういった点での、やっぱり状況を踏まえて、何とか市

のほうでも、財政は苦しい苦しいと言いますけど、苦

しい中で、そういった子育ての支援、保育園並みまで

はいかなくても、保育園に近い状況をつくっていただ

きたいというふうに思うんですが、再度お聞かせくだ

さい。 

○委員長（澤里富雄君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  学童に係る保育料の

部分でお話がございました。この事業につきましては、

体制が整ったところに対して、市が運営を助成して進

めているということでございますが、この事業は、国、

県等の補助もいただきながらやっているものでござい

まして、国、県の動向等も勘案しながら、委員さんお

っしゃるのは、久慈単独でぜひということのようでは

ありますが、どれだけのものが、毎年要望いただいて

ところではございますが、財政状況厳しい中にありな

がら、先ほど課長が申し上げましたように、他市の動

向等含めて、検討はさせていただきたいとは思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。４款、

衛生費。 

 この際、２款で、小倉委員からの質疑について答弁

を保留しておりましたが、その答弁を求めます。澤里

財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  答弁保留をしておりまし

た小倉委員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

 久慈高校長内校脇の用地の関係でございますが、堤

防寄りの用地は、雑種地となっております。それで、

所有者でございますが、国土交通省及び岩手県という

ことで、二つの分割になっております。 

 あと、堤防寄りの用地と久慈高校の長内校の間には、

国土交通省の所管する用悪水路が走っているという状

況にございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  主要な施策の成果に関する説明書の

21ページ、久慈の場合は、これは健康診断、肝炎ウイ
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ルス等から乳がん検診まであるわけですけども、非常

に市民の健康保持のために──。そこで、先日、尼

崎の実態が、実は「ためしてガッテン」であったんで

す。クレアチニンという酵素法で測定したクレアチニ

ン値を用いると、腎臓のろ過能力がわかるということ

が明らかになりました。尼崎市では、このことをやっ

た関係で、非常に、いわゆる人工透析をする患者が減

ったという報告がなされておりました。 

 ここに、腎臓のろ過能力早見表というのがあるんで

すけれども、例えば、クレアチニンの値が0.60だとす

ると、例えば私60歳だと104.8％、非常にいいんです

が、これが例えば3.50だと14.9まで下がるんですね。

そうするとこれは、もう完全に人工透析しなけりゃな

らない。その数字が、例えば60歳で2.0になりますと、

28.8％まで落ちてますよっていう数字がその方に渡る

んだそうです。そうするとパーセンテージが、自分の

腎臓のろ過能力が、数字で示されますから、健康のた

めの意識、いろんな食事療法とか運動とか、本当に積

極的になっていくということで、その改善が図られ、

人工透析の患者が減っているということが報告されて

ます。そこで、腎臓機能のわかるような検診を導入を

検討していただきたいんですが、お聞かせ願いたいと

思います。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  ただいま腎臓機能の

チェック関係のご質問ございましたが、お答えさせて

いただきます。 

 尼崎市の腎臓機能のチェックリスト早見表に関する

ことでございますが、久慈市でも住民検診の結果通知

の際に、受診者の健康状態を確認いただくためのチェ

ック表をお配りしております。検査項目の中にも、ク

レアチニンの検査は入っておりますので、尼崎市の導

入しております腎臓のろ過能力早見表や、人工透析に

関するチェック式早見表、これにつきましては、個人

の状況がより見やすいっていいますか、分かりやすい

表にはなっているなと思っておりますので、今後、市

のチェック表に生かすなど参考としながら、検討させ

ていただきたいと思っておりますので、ご了解いただ

きたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  たしか、健康診断の中に、あなたの

クレアチニン値は何ぼって出るんですね、その数字は。

しかし、その数字で、今言ったように、自分の腎臓の

能力が100なのか50なのか、それがわかるように、本

人に理解させることができると。そういうことがやっ

ぱり、せっかくやっているのであれば、それに早見表

を使ったりして、指導に使うということが非常に有効

ではないかというふうに思うんですが、今、その方向

での答弁をいただきましたので、ぜひ積極的に対応し

ていただきたいと思いますので、再度お聞かせくださ

い。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  先ほども答弁申し上

げましたが、市でもこのクレアチニンについて検査し

ておりまして、先ほど申し上げました結果表の中では、

あなたの今の数値は安心の状態です、注意が必要な状

態です、あるいは改善が必要な状態ですというふうな

表にはなってございますけれども、今、城内委員さん

おっしゃったように、もっと細かな状態が５段階に分

かれているような表は、残念ながらつくっておりませ

んので、そこら辺を勉強させていただいて、検討させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷武委員。 

○梶谷武由委員  109ページ負担金の部分ですが、久

慈広域連合火葬負担金2,800万ほどのあれですが、こ

の内容の部分と、広域の火葬場の建設に向けた進捗状

況についてお伺いします。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  それでは、ただいま

ご質問のありました久慈地区火葬場の件についてお答

えいたします。 

 負担金として2,869万3,441円というような決算額で

ございますけれども、その内訳に関しましては、通常

の管理運営費が526万円ほど、それから建築事業負担

金につきましては2,343万円ほどと伺っておるところ

でございます。 

 なお、その内容につきましては、測量、それから地

質調査、それから用地取得費などというふうなことで

聞いておるところでございます。 

 また、進捗状況につきましては、現在、設計業者を

決定したというふうなところで、現在、基本設計等の

業務を実施中というふうなところで聞いておるところ

でございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  113ページのごみ集積場整備事業費

補助金なんですが、これは上限っていいますか、補助

の上限が３万円だったですか。大変、この申請書類等

が難しいというか、形式を整えなければならなくて、

補助金額が少ない割に手数がかかるということで、大

変、あまり好評じゃないんですよ。これはどっちに金

を使うとか利用するってことはないと思うんで、素人

の手書きの図面で、３間の１間の幅で、そして何坪分

は燃えるごみ、燃えないごみにやって、後はつくって

からの完成の写真を添えるぐらいの、機材等買った、

そのかかる費用見積もりっていいますか、そんなぐら

いで済むんであれば、大変使い勝手がいいのかなって

いうふうに思いますが、それが第１点。 

 それから、家庭用ごみの関係なんですが、これは中

央公民館等でも、町内会長の会議やったり、それから

私らの町内会に担当者をお願いして、説明会等開いた

んですが、何としても減量したいということで取り組

んでおるんですが、ごみの減量化で各町内会、心して

取り組んでおると思うんですが、大変減量化に成功す

るといいますか、いい取り組みをしているとこか、そ

ういう先進事例なんか等を、何でもいいと思うんです

が、お知らせ等いただければ、またそれもいいのかな

っていうことを感じましたんで、お願いしたいんです

が。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  それでは、ただいま

のごみの集積場への補助金に対する申請手続の簡素化

という点と、それからあと生ごみ処理に関しての先進

事例というふうな２点のご質問をいただきました。 

 まず初めに、ごみの集積場の申請手続に関してでご

ざいますけれども、委員ご指摘のとおり３分の１の上

限、３万円というふうな補助金の制度でございます。 

 また設置に当たっては、事業の着手前の状況がやは

りわからなければいけないというふうなこと、それか

ら、実施後の状況がわからなければいけないというの

はご理解いただきたいなと思います。 

 申請の内容につきましては、計算書であったり、そ

ういう計画書であったり、それからあと図面等であっ

たりなわけなんですけれども、できるだけ行政として

も、お手伝いをする立場にございますので、ご相談を

いただければ、まず着手する前にご相談をいただけれ

ば、ある程度お手伝いできるのかなと思います。どう

しても後づけっていうふうなことになりますと、なか

なかちょっと難しいときがありますので、やりたいと

思ったときにご相談いただければ、非常に簡単なやり

方を一緒に考えることができるのかなと思いますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 また、生ごみの処理につきましては、平成22年度に

おいては、なかなか事業量的には成果がなかったのか

なと思っておりますけれど、今年度におきまして、生

ごみ処理機の導入に対する補助等をかさ上げしたり、

それから、あとコンポスターへの補助も促進しており

ます。 

 ただ、今、その地区でどのぐらいの成果が上がって

いるかっていうところまでは、ちょっと集約してござ

いませんけれども、市内のある地区では、まとめて導

入をされておりまして、非常に多くのコンポスターを

導入されたというふうな地区もございますので、そう

いった情報を集めながら、何らかの周知をしてまいり

たいと考えてございます。一定の成果を上げている地

区があるというふうに考えておりますので、それは、

情報がわかり次第、周知してまいりたいと思いますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  111ページの感染症予防関係なんで

すけど、実はポリオ、小児麻痺の生ワクチンの予防接

種なんですけども、実は昨年でしたか、この予防接種

受けて、それこそ小児麻痺になったというような例が

ニュース等で流れましたら、どうしても生ワクチンに

対する、ちょっと危険があるんじゃないかというよう

なことも言われたりしまして、中には不活性化ワクチ

ン、つまり注射で打つワクチンを受けたいという市民

の方が何名かあるやに聞いております。 

 それで、久慈市ではこの不活化ワクチン、この注射

の小児麻痺ワクチンをやっていただける病院がないと

いうことですけど、そこら辺は承知されているんでし

ょうか。今後、現在はあれでも、近い将来、生ワクチ

ンだけじゃなくて、不活化ワクチン、これも予防接種

の中に取り入れる考えはあられるのか、それをお聞き

したいと思います。 

 それから、もう一つは、その下の子宮頸がん等ワク
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チンの関係ですけども、一時期ワクチンが不足したと

いうことで、なかなかこれを受ける方が少なくなった

時期があったやに聞いております。それで、現在、久

慈市のほうでは、どのぐらいの年齢の方を対象に、こ

の助成金、補助金っていうんですか、これでやる子宮

頸がん等ワクチンを、対象者の年齢、それをお聞かせ

願えればと思います。それと何割、受診された方の

パーセンテージもお願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  ただいま３点ほどご

質問いただきました。 

 まず最初に、ポリオの関係でございますけれども、

久慈市内で不活化ワクチンですか、これを接種する医

療機関ないのではないかということでございますが、

大変申しわけありません、その情報は持っていないと

ころでございます。 

 それから、あと不活化ワクチンにつきましては、早

くても平成24年度末に、今の３種混合に一つ足して、

４種類のワクチンの導入が、今、検討されているとい

うふうに伺っておりますので、市内の保護者の方から

は、今打ったらいいのか、あるいはもうちょっと待っ

たほうがいいのかというような問い合わせも確かに来

ております。市としましては、待ってればそれだけち

ょっといろいろ発病する可能性出てきますので、今の

生ワクチンでも打ったほうがいいですよというふうな

説明方はしております。 

 それから、子宮頸がんのワクチンの助成でございま

すが、今年度は、中学校１年生と２年生が本来の対象

でございましたが、３月、昨年度対象の中学校３年、

中学校２年生で、まだ未接種の方がいる状況の中で、

ワクチンが不足するという状況が発生しました。それ

で、その方々が不利益、不都合にならないように、今

年度、中学校１年、２年、本来の中学校１年プラス昨

年度の２年、３年もということで、今、高校１年生、

中学校１年生から高校１年生までを対象として、接種

をしてもらってる状況でございます。 

 その接種率でございますが、昨年度接種率につきま

しては、81.7％ほどの方に、１回以上接種してもらっ

ております。というのは、３回でございますので、２

月に打つとどうしても年度越えてしまいますので、そ

こまで助成はしますけれども、１回以上接種した方が

81.7％となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  わかりました。ありがとうございま

す。それで、もう一つは、健康診断の関係なんですけ

ど、元気の泉でやられるわけですけども、ことしの夏、

非常に暑くて大変であったという、健康診断のときで

すね。どちらの先生とは言いませんけども、端的に言

いますと、エアコンがついてる部屋がないと、十分で

ないということで、かなり苦労されたやに聞いており

ます。そこら辺の改善等は考えていらっしゃいますか。

お願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  確かに、元気の泉の

中では、デイサービスのほうには一部ありますけども、

それ以外にはエアコンは設置してございません。多目

的ホール等を利用して、あるいは診察室を利用して行

いますけれども、多目的ホールのほうは、結構東から

の風が入ったり、涼しいんですけども、お医者さんの

診察する場所は、確かに閉じられた空間でございます

ので、確かに暑かっただろうというふうに思っており

ますし、実際そうだと思うんですけども。エアコンの

設置につきましては、今まではそういう要望等なかっ

たんですけれども、ことしの夏のようなことがまたあ

るということも考えられますので、検討させていただ

きたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  主要な施策の成果に関する説明書の

21ページの各種検診についてでございます。胃がん、

肺がん、大腸がん、これは40歳以上が対象者というこ

とで、対象者の数は同じなんですが、胃がんについて

受診率が極端に低いなと、そんなふうに思っています。

ただ、受診率が低い割には、がんであった方、発見さ

れた方が６人と一番多いようでございます。 

 実は、ことしも９月ですか、胃がんの検診があった

んですが、そこの場でいろいろお話を聞いてましたら、

胃がんの検診、これは時間がかかるので、なかなか受

けづらいという声がございました。今、なかなか仕事

を休んで、体も大事なんですが、時間がかかるんで、

受けづらいなとそういう声がございました。受診者の

数の多いところは地区を区切るとか、あと検診車の台

数をふやすとかして、なんとか長くても２時間ぐらい

で終わるようにしてほしいなという声がございました。
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ことし、私どもの地域では、４時間ぐらいはかかって

いるようでございます。そういうことがあるようでご

ざいますので、その辺ご配慮いただければなというこ

とでしたので、考えを伺いをします。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  ただいま胃がん検診

についての待ち時間が長いっていいますか、診察時間

が長いっていうご質問でございますが、確かに、地区

によって対象者数が違うものですから、それに合わせ

た日数なり、配車っていいますか、台数等も検討して

おりますけれども、なかなか思うとおりいかない点も

ございますし、あと、ただ、ことしの例で言いますと、

大川目だったと思いますけれども、久慈地区でやって

いない、近隣の洋野だったと思いますけれど、そちら

で大腸がん検診早く終わったと、そういう場合は急い

で大川目のほうに回ってもらうというふうなことも、

連携取り合って実施した経緯もございます。いずれ受

診される方は、どの時間帯に行けば一番時間かかるか

とか、かえって遅く行ったほうがいいとか、そういっ

たことも研究してらっしゃるようで、ことしに関しま

しては、結構早く終わったっていう方も中にはござい

ました。それらもあわせまして、台数、配車がふやせ

るものかどうか、肺がん協会とか、予防医学協会と検

討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  113ページになりますが、久慈広域

連合し尿処理負担金に係わってですが、し尿処理場、

現在修繕中ということですが、その期間について確認

したいと思いますし、またこの期間中にし尿処理の処

理限度があって、超えた場合には、他の地区に対応し

うるかどうかというふうなことも確認したいと思いま

すし、これにかかわって、市民からの、どうしても、

早くくみ取りを頼んでも来ないなというような苦情等

があるかないか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまのし尿処理

場の補修の件に絡んでのご質問いただきました。工期

につきましては、９月から10月いっぱいの工期で、今、

補修工事を実施しているというふうなところで伺って

るところでございますが、それにかかわって、若干受

け入れ量が、どうしてもいつものとおりは受け入れら

れないというふうなことで、くみ取り業者さん等を通

じて、少しくみ取りの量を減らしていただいていると

いうふうな状況でありました。 

 そういったところに、先日台風15号がございまして、

一時的にくみ取り量が非常にふえまして、どうしても

なかなか全量、ご希望のとおりくみ取りができなかっ

たというふうなことで、なかなかくみ取りが回ってき

てくれないというふうな苦情は何件かいただいている

ところでございます。 

 それに関しまして、先日の一般質問等でもご答弁申

し上げたんですけども、緊急事態っていいますか、そ

こまでではないかとは思いますけれども、どうしても

処理し切れない場合は、二戸地区の処理場のほうに輸

送すると、そして処理していただくというふうなこと

を、久慈広域連合さんのほうからルートを見つけてい

ただいて、対応しているところでございます。先週の

うちに対応はできましたので、現在は何とか市民の

方々からのリクエストにお答えできてるのかなという

ふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点、お聞かせください。 

 健診の問題です。特定健診の実施率の問題で、たし

か、25年から健診率の高い低いで、新規の加算減額制

度が導入されるというのがあったんですが、これは、

今現在、その制度は生きているんですか、それが第１

点。 

 それから、それがもし生きてるとすれば、この計画

では、22年度で45％まで持っていくっていう計画でし

たよね。実際は29.4％ということで、なかなか努力の

跡はわかるんですが、目標に到達するのはなかなかに

大変だなという思いがあるんですが、どのように見通

しておられるのか、お聞かせをいただきたいのが第１

点。 

 それから、環境保全の問題で、成果表の中での40ペ

－ジで、環境に関する各種測定等で、それぞれ結果出

てるんですが、検査をしたっていうのはわかるんです

が、結果について、概要で結構です、お知らせくださ

い。その２点。 

○委員長（澤里富雄君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  特定健診にかかわりまし

て、これは国保ということになりますが、後期高齢者
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支援金の加算減算の措置といいますか、制度といいま

すか、ございます。25年から実施ということで、制度

的にはなっておりますが、昨年の段階で、これについ

ては、25年度については見送りということがなってお

りますが、26年度以降、恐らく生きてくるものかなと

いうふうに考えておりまして、委員ご指摘のとおり、

目標の部分からすれば、非常に低い受診といいますか、

状況にあるというふうなことでございまして、今年度

から健診料無料化ということで、なんとか数値の引き

上げを図ろうということで取り組んでいるところでご

ざいます。 

 今現在の感触といたしますと、数パーセントの増加

は見込めるということは、感触とすればあるんですが、

ただ数字的には相当の開きがあるということでござい

まして、仮に支援金、10％の範囲での加算減算という

制度でございますので、仮に10％というふうな加算と

なった場合には、五、六千万の追加財源を伴うという

ふうな状況もございますので、これについては市民周

知をしっかりと図って、受診向上につなげていきたい

というふうに考えております。よろしくお願いたしま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまの環境に関

する各種測定等の概要等、結果についてというふうな

ことでございましたけれども、まず、河川７カ所を測

定してございます。久慈川につきましては、三日町橋、

それから久慈川河口、それから長内川であれば滝、そ

れから新街橋、それから夏井川であれば、洋々橋、そ

れから宇部川は石渡橋、川井川につきましては城の内

橋というふうなことでございますけれども、測定項目

等々、ペーハーとかＢＯＤとかでございますけれども、

特に問題がなかったいうふうな状況でございます。 

 それから、都市排水路５カ所でございますけれども、

中の橋の右岸、それから湊橋の上流、それから湊橋の

下流、それから長内橋上流、長内橋下流というふうな

ことでございますけれども、こちらにつきましても問

題がないというふうに結果が出ているところでござい

ます。 

 それから小河川につきましても、10カ所でございま

す。これは、寺里川、川貫川、西の沢川、門前水路、

表町水路、田屋町水路、新井田の水路、それから幸町、

広美町、下長内というふうなことでやらせていただい

ておりますけれども、これも問題がないというふうな

報告をいただいております。 

 それからあと、続きまして工場、それから加工場等

の排水等につきましてもやってございまして、各種工

場等やらせていただいておりますけれども、問題がな

かったというふうに報告はいただいているところでご

ざいます。 

 それから酸性雨につきましても、問題がなかったと

いうふうなことでございます。 

 それから、臭気測定につきましては、通報があって、

出かけて測ったというふうなことがございましたけれ

ども、その時点では問題がございませんでした。 

 それから、あと水産加工場周辺での赤い水が出たと

いうふうな通報がありましたけれども、色があったも

のの水質には問題がないというふうな結果も出てござ

います。 

 総じて見ますと、特筆すべき問題点はないというふ

うなことで、昨年度の測定状況は以上でございました。

ただ、大震災以後につきましては、今年度、また結果

を見て検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ありがとうございました。特定健

診の問題、ことしから無料にして、受診率の向上にも

努力していると、その点はよくわかります。それはそ

れとして、受診率の向上に引き続き努力をしていただ

くっていうのは大事だと思うんですが、受診率を、馬

の鼻面にニンジンぶら下げるような、加算する、減額

するっていう制度とすれば、国の制度ですけれども、

やっぱりいかがなものかというものはありますよね。

そういう点で、やっぱり努力は努力をしながらも、や

っぱりこの制度は廃止を含めて再検討を願うというこ

とも必要ではないでしょうか。いかがでしょう。 

○委員長（澤里富雄君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  後期高齢者支援金への加

算減算、ペナルティとインセンティブというふうなこ

とで、これも一つ、税の収納率に関しても、同じよう

な加算減算というものが調整交付金の中であるわけな

んですが、いずれ、これは国として、財源確保すると

か、保健所の努力を求める、特にこの特定健診につき

ましては、将来の医療費増高を抑えるというふうな意

図があるわけなんですが、ただ当市の現状からすれば、
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この目標数値というものは、非常に厳しいというふう

に考えておりまして、制度の廃止とまではいかなくて

も、やはり若干のペナルティなりインセンティブとい

う点は残しながらも、先ほどもお話し申上げましたが、

直接的に五、六千万の額が想定されるとすれば、やは

りこれについては、相当に今、圧縮する形での制度運

営をお願いしてまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど、元気の泉の施設のクーラー

の設置の話があったんですけど、そこで、元気の泉の

中庭、行ってみると何も活用しないで放置してると。

緑もないし、当然あの中におりますから、緑も育たな

い、当時の考えは、なぜああいう中庭をつくったかち

ょっと分かりませんが、その目的を達してるのかどう

か。今、行って見ると、皆さん感じるかと思うんです

が、ただ空間があって、何も活用してないということ

なんです。あの問題は、やはりあの施設自体も行って

見ると手狭になってますよね。いろんな、両側に保健

婦さんがいるし、左側にはデイサービスがあるわけで

す。しかし、行って見ると、本当に机がぎしぎしで、

私ちょっと太いから、行っても訪問しにくい状況のあ

るぐらい机が並べられています、特に左側の介護関係

のほうは。そういった中で、中庭は全く使われていな

い。ああいう使い方っていうのは、やっぱり当時の設

計はどうだったかちょっと分かりませんが、手当てを

すれば十分活用できるわけですから、手狭の施設の活

用方途について、ぜひご検討いただきたいんですが、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、家庭用の生ごみ機械の補助金がずっと決

算されてますけど、この決算までに何台普及になって

んのか、一つは。それから、コンポスターも何台普及

になっているのか。この普及した台数で、年間どの程

度の生ごみが処理されてるのか。先ほどの答弁では、

なかなかその実態をつかんでないっていうことがあっ

たやに聞きますが、やはりごみ減量との関係の中で、

生ごみのやっぱり減量活動は、極めて重要な位置を占

めると思うんです。そういった意味で、私はそういう

衛生班があるわけですが、衛生班ごとにきちっと見て

いかないと、これはなかなかとらえ切れないというふ

うに思うんですが、その点のとらえかた等についてど

う考えてるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つは、私はコンポスターについて、なかなか

私も使ってますけども、思うように発酵とかが進まな

いということがあるんですが、それで先日、紫波町で

は、ダンボールを活用して生ごみの堆肥化のことがニ

ュースで載ってました。この点でいいますと、私たち

が議会の教育民生常任委員会の研修だと思うんですが、

岐阜の大垣市だったかな、ここでもやっぱりダンボー

ルで堆肥化、たしかこれ、同じやつを紫波町でも導入

したように伺ってますけど、そういった意味では、堆

肥化が完全にできるような方途についても、私は検討

してみるのはいかがかなと思いますが、お聞かせをく

ださい。 

○委員長（澤里富雄君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  ただいま元気の泉の

中庭の設置目的あるいは活用方法等についてのご質問

いただきました。元気の泉の中庭につきましては、内

側の周囲には木材チップっていうんでしょうか、敷き

詰めまして、やわらかい感じで歩けるような感じにな

っておりまして、あと中心部分は、ほとんど土が出て

いない、出てる部分もありますが、コンクリートじゃ

ないですけど、ブロック的な、れんが的な舗装とかあ

りまして、土を利用するところが半分ぐらいございま

す。現在は、プランター等を配置したり、あるいは花

を植えたり、あとそのほかに、ことしでございますけ

れども、デイサービスのほうでミニトマトとかナスと

かを一部植えまして、デイサービス利用者の方には、

天気のいい日は外に出て、それらテーブルがあり、い

すありますので、そこで座って和んでもらうっていい

ますか、あとそういう草花を見てもらうと。そのほか

にも、これは8020運動の表彰式のときでしたけれども、

デイサービスの方々に中庭に集まってもらって、多目

的ホールのほうで、いろんな踊りとか歌をやって、そ

れを見ていただくと。天気がよかったのでできたんで

すけども、そういうふうに使っておりますし、部屋の

狭いっていうことについては、確かに感じてございま

すけれども、ヘルパーさんとか介護のほう、嘱託職員

がふえているっていうこともございますので、それに

つきましては、保健推進課側に吸収できるかっていう

と、それもちょっと難しい状況ですので、中庭に部屋

をつくるというのは、なかなか大変だと思いますけれ

ども、今後検討していかなければならいないものと考

えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 
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○委員長（澤里富雄君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  城内委員から、生ご

みの減量化についてのご質問をいただきました。ご指

摘のとおり、ごみの減量化につきましてのキーになる

のが、生ごみの減量化だと、我々としても考えておる

ところでございます。それで、生ごみ処理機、電動の

ものにつきましては、平成13年度から今まで平成22年

度まで累計261台出ているところでございます。 

 ただ、今までの補助の、昨年度までの補助の要件が、

３分の１の２万円上限というふうなところでございま

したけれども、いずれ生ごみの減量をしなきゃいけな

いというふうなことで、今年度から４分の３補助の４

万5,000円上限というふうに、補助率をかさ上げした

ところでございまして、現在のところ、もう既に25台

というふうな出方をしておるところでございます。 

 じゃあ、減量の効果はどうなのかというふうなとこ

ろでございますけれども、電動処理機の場合は、１台

当たり、３人世帯で計算しますと、１年間で大体245

キロの減量がかなうだろうとというふうな試算でござ

います。したがいまして、今年度出た25台でどのくら

いかといいますと、6.5トン弱になるんじゃないかな

というふうに、手元の試算ですけれども、そのぐらい

に効果があるというふうに考えております。 

 また、コンポスターにつきましては、近年はちょっ

と補助事業等々をやってなかったんですが、本年度に

おいては補助事業、各衛生班ごとにまとめて共同購入

いただいております。今年度、現在の時点で、91台リ

クエストございまして、それを各地区に、今、配達等

をして配っているところでございます。 

 これの効果につきましても、やはり電動処理機程度

の効果はあるだろうとは思ってはおりますけれども、

いずれ生ごみの減量につきましては、複数の手段、都

市部であったり、農村部であったり、いろんな状況異

なりますので、電動がよかったり、コンポスターがよ

かったり、また委員さんご提言のダンボールを使った

というふうなこともあるようでございますので、そう

いった複数の手段を検討してまいりたいと思っており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひご検討ください。浄化槽設置事

業補助金3,000万ちょっといってますが、いわゆる合

併浄化槽の設置費補助の関係です。 

 先日、私の隣の地域の方から、今回、合併浄化槽設

置したという、補助金受けたんですが、やっぱり合併

浄化槽の補助率が低いと言うんです。やっぱり、公共

下水道、延々と拡大するということは、かえって非効

率な、汚水管なり排水管なりをどんどん伸ばすという

こと自体は、それなりの維持管理費に非常にかかわっ

てくるわけで、そういった意味では、本当に一定程度

抑えながら、きちんと合併浄化槽を位置づけていくっ

ていうことは大事だと思います。 

 そこで、合併浄化槽っていうのは、１回補助すれば

いいんです。後は自分で管理、運営なんでしょう。県

から毎年１回検査来ますし、それから各衛生者にそれ

ぞれの維持費──、１回4,000円、年間、３カ月に1

回来ますから、１万2,000円かかるんです。それと県

の調査で、五、六千円かかりますから、約２万円が個

人負担なってきます。そういった形で、一たん設置す

ると、自治体の側は、市の側はそれ以降の補助金はな

いんです。そういった意味で、やっぱり設置のときに

もっと補助をして、設置しやすいような状況つくるべ

きじゃないかなというふうに思うわけですが、その点、

公共下水道の拡大一途じゃなくて、やっぱり状況に応

じてきちっと戸数の少ない、連たん戸数の少ないとこ

ろについては、きちんとやっぱり合併浄化槽の設置に

ついて、もうちょっと重点的に位置づけて、初回の設

置補助をもう少しかさ上げをすべきじゃないかという

ふうに思うんですが、お考えをお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  ただいまの合併浄化槽

の補助金にかかわるご質問にお答えいたします。 

 まず、汚水処理につきましては、公共下水道それか

ら漁業集落排水、そういった集合処理方式によるもの

と、今、委員さんがご質問されました浄化槽による個

別の処理方法というのがございまして、久慈市では、

それぞれのエリアを設定して事業を進めているところ

であります。 

 それで、浄化槽のほうの現在の補助金の状況、状態

でございますが、一番出回ります７人槽で申しますと、

標準工事費1,010万4,000円という試算をしておりまし

て、それの４割について、国と県と市が３分の１ずつ

を補助するということで、その県補助金がございます。

それに対して、さらに市のほうでは、７万3,000円の
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かさ上げをして、現在、７人槽で51万4,000円の補助

をしております。補助率にしますと、46.6％という状

態で、一応基本補助にさらに市のほうで独自にかさ上

げをして進めてるということで──。失礼しました。

110万4,000円が基本標準工事費です。それに対して、

その４割を３分の１ずつ、国、県、市で補助してると

いう形です。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の現状は分かりましたが、だから

国自体に対しての、やっぱり補助率の改善を含めたり、

当面できるのは、当然市のかさ上げしかないわけで、

やっぱり当面は市のかさ上げをさらにふやしながら、

国に対しても、県に対しても、やっぱり補助率をもう

少し上げてもらうということが、私は、設置した方の

声でありますので、ぜひこれは実現方に向けて、努力

していただきたいと思いますが、お聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  補助金のさらなるかさ

上げということで、決算書のほうの補助金の額の上の

ほうにありますが、岩手県合併浄化槽普及促進協議会

負担金というのがございますけども、市のほうでもこ

ちらに加盟いたしまして、国に対しても補助金の増額

を要望しているという状況でございますので、ご理解

願います。 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は、午後３時40分といたします。 

    午後３時19分   休憩   

──────────────────── 

    午後３時40分   再開   

○委員長（澤里富雄君）  休憩前に引き続き、委員会

を開きます。 

 審査を継続します。５款労働費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款、農林水産業、質疑を許します。 

 質疑を許します。１番、梶谷委員。 

○梶谷武由委員  121ページ、委託料で、べっぴんの

湯商品開発委託料の部分ですが、これは石けんとかミ

ストではないかと思うんですが、この販売の状況とか

事業の今後の継続の見通しの部分について、それから

もう一つは123ページの特産品開発の販路の開拓業務

の部分ですが、何を活用して、何をつくったか、その

現状と、あとそれから、さまざまな商品とかそういう

のを開発する場合、すべてが成功するとは限らないと

思うんですが、その状況等についてお伺いします。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  それでは、べっぴんの湯

商品開発業務委託料についての、平成22年度の成果に

ついてお答えいたします。 

 新商品の売り上げ状況でございますが、縄ほしいわ

な、32万5,616円、石けんですが、559万2,338円、ミ

ストでございますが、547万5,873円で、合計で1,139

万3,827円の売り上げとなっております。 

 また、平成22年度は、べっぴんの湯温泉を活用しま

した保湿入浴液を開発しておりますが、これは、今年

度からの売り上げとなってございます。 

○委員長（澤里富雄君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ちょっとよく聞き取れなかったんで

すが、合計で1,139万円分のということですが、今後

の事業の継続の見通しの部分についてもお願いします。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  今後の売り上げの見通し

でございますが、売り上げ状況が好調で推移する場合

は、事業を継続してまいりたいと、委託先であります

新山根温泉振興協会から伺ってございます。 

○委員長（澤里富雄君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  127ページの市有林立木調査業務

委託料が入ってるんですが、今年度も立木の販売をす

る予定になっておるのかと、ちょっと項目では見つけ

れないんですが、マツタケとかのほうが、また入って

るはずなんですが、本年度のマツタケの状況はどのよ

うになっているのか。それと、今後も引き続きマツタ

ケ山の調査、研究といいますか、続けていくのかどう

かもあわせてお願いをいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  立木調査にかか

わって、今年度も立木の販売があるかというふうなこ

とでございますが、今年度も上戸鎖市有林で販売を予

定しているところでございます。 

 それから、マツタケの状況でございますが、今年度

はマツタケの環境整備を行ったところでございますが、
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生育状況は今のところ確認されていないという状況で

ございます。この辺を踏まえまして、今後、どのよう

に進めていかなければならないのかというのは、十分

検討して、今後の検討課題としていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今年度も大野高校に吉村先生が、

マツタケ博士の吉村先生が今年度も来たわけですが、

そういった情報等が、私には大野のほうからの方々か

らは情報が入ってくるんですが、久慈のほうからは一

向にそういう情報が入ってこないんですよね。久慈が

それに全然かかわってないといえばあれなんでしょう

が、ただ森林組合の、私がたまたま大野の方から招待

をいただきまして、交流のほうに行ってきたんですが、

そういった情報をもう少し流していただければありが

たいんですが。そういった点、私は常に久慈の行政の

あり方という部分については、いつも不思議な行政の

あり方をやってるなと思っているんですが、なかなか

情報を流してくれないんですよ、久慈の役所の職員の

皆さんというか、担当課の皆さんといいますか。どう

してそういう、もう少し情報を共有するというか、そ

ういったことができないのかなと、これは私だけじゃ

ないと思うんですが。もう少しみんなで、例えば、今

のようなマツタケとかそういうのなんかは、一人では

何もできないわけでして、協力し合って技術を磨くと

か、そういった観点で、物事をもう少し広く考える必

要があると思うんですが、そういった点についてもよ

ろしく答弁のほどお願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまの木ノ下委員

の情報の共有、それは本当に私自身も大事だなと、そ

のように常日ごろ思ってございます。ちょっと私の方

も、意を用いないケースだったのかなと、そのように

大いに反省してございますが、今後もそういう気持ち

で、関係機関、団体あるいは生産者と情報を共有して

進めてまいりたいと、そのように考えておりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  121ページ、お願いします。有害鳥

獣防除対策事業費補助金というところがございますが、

中身をお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  有害鳥獣防除対策事業費

補助金の中身についてお答えいたします。 

 平成22年度の実績は、電気さく設置箇所数が４カ所

で、総事業費42万9,400円で、補助金額が14万1,248円

となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この件に関しましては、一般質問で

も時間が足りなかった関係もございまして、再度お聞

きしたいと思うんですが、狩猟を趣味でやっておられ

る方が、出稼ぎをされてる方が、うちの地域にもござ

いまして、こういう話をしておりましたので、ご紹介

を申し上げたいと思う。 

 狩猟をする人に対する銃の規制なり、いろんな形が、

制約があったり、また時代の流れというか、そういう

兼ね合いもあってだろうけども、なかなか若い人が趣

味で取り組む人も少なくなってきている。そういった

中において、温暖化のせいだと思うけども、年々鳥獣

が北上化をしてきていると。そういったときに、農作

物等に被害が生じ始めたとき、だれが駆除に当たるん

だといったときに、良くても悪くても猟友会とか、そ

ういったところが担う力が大きいのではないかと。そ

ういった部分は、いろんなところで、もう既に北上し

てきてるから、行政単位で取り組む必要はあるのじゃ

ないのかなというお話をした機会があったわけでござ

いますので、そういう意味から申し上げまして、山形

町内で畜産をやってる方とお話をいたしましたら、五

葉山でシカが自然繁殖して、何とかいう、ちょっと今、

牧場の名前は忘れたんですけど、牧場があるそうです

が、遠野のほうかどっかで結構有名な牧場で、そこが

もう別名シカ牧場というあだ名をみんなでつけて呼ん

でるぐらい、牛を放すためにつくった牧場が、自然繁

殖のシカにあふれてるというような状況がもう既に始

まってる。それがもうそれで、山形町内の中にも、既

にもうシカが見られるようになってきているというこ

とを先般申し上げたわけでございますが。 

 そういった鳥獣被害が、今後、今の段階はクマだけ

なわけでございますけれども、さらにそういったもの

が被害が加わっていくようなことになれば、ますます

山形町内の山間部に面しているところでは人手不足、

そういったところでは農業を続けていくのに、非常に
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大変な被害をこうむるという形が今後予想されると。

したがって、そういった被害のもろもろが、全国で見

るならば200億にも達してきてると。その一部が、久

慈市からの報告が上がってるかどうかはわかりません

けども、実態としてはそういう状況。そういうところ

に対する適切な処置を講じていかなければ、ますます

耕作放棄地がふえていくという要因にもなると思うわ

けでございまして。 

 その畜産をやってる方が言うには、一時的、１週間

か10日ぐらいのときに、クマがあらわれたときに、役

所のほうにお願いすれば、わなをかける許可とか、い

ろんな形があれやこれやで、10日、１週間どころじゃ

ないかかって、もう用は済んでしまう。クマの被害に

遭ったデントコーンなんかは、もう牛は食べないんだ

と。そういう被害との戦いが毎年毎年繰り返されてお

るから、何とか市のほうで、限られた期間のうちだけ

でもいいから、発見した状態を市の職員が見て、じゃ

あ、もうこれはわなをだれか頼んでかけるなり、猟友

会の方にお願いするなり、そういう適切な処置をでき

る権限を市のほうに、県のほうからもらうか何かの形

はとれないのかという切実な声を聞いたわけでござい

ますので、そういった考え方をしていった場合におい

て、実質的において、県から鳥獣被害が出た段階にお

いて、捕獲するなり、殺処分するなりの権限を市の職

員が行使できる形の権限委譲ができるのか、またそう

いう要請が今まで上がってきたのか、お尋ねいたしま

す。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  クマ、あと委員さんは

五葉山のシカを例に挙げて農作物に対する被害が近年

増加傾向にあるんだというお話しでございました。私

も、まさに近年、シカ被害は久慈市内ではほとんどな

いわけでございますけども、クマの出没が多くなりま

して、相当数の被害があるなと、そのように認識をい

たしてございます。 

 それで、今、委員おっしゃったように市独自で、ク

マが出て、現実に農作物等に被害を及ぼした場合は、

すぐ捕獲できないかと考えておるところでございます

けども、やはりクマは、ツキノワグマはレッドデータ

ブックに載っている貴重な動物ということで、その生

育調査等もしないで、即殺処分することは、自然環境

上もよろしくないということで、県のほうから言われ

ている部分がございます。 

 しかし、いずれにしても、農作物被害あるいは人的

被害を及ぼすのであれば、即、出没した際には捕獲し

なければならないということを県のほうにお願いして

おりまして、ことしもありましたけども、出没後、即

わなを設置いたしまして、捕獲した例もございますの

で、今後におきましても、そのように素早く被害が広

がらないような措置で対処してまいりたい、そのよう

に考えているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  お話は、大変ご苦労いただいてると

いう部分についてはご了解いたしますが、要するに、

クマがレッドデータブックに載ってるぐらいの関係か

ら、むやみやたらに殺処分することはできないんだと

いう、県のほうのお答えのようだということのようで

すが、むやみやたらと無分別に殺処分を対象に、猟銃

持ってる方なり、いろんなとこにしているわけでは、

求めてるわけではないんです。デントコーンとかそう

いう限られた、１週間、10日、収穫までの期間のうち

の出没したものに対する対応というのは、レッドデー

タブックに載ってるのに影響があるほどの殺処分に私

は当たらないと思うんです。 

 そういう現実と、その規制なり法律の格差の部分は、

現実を見た上で、何とか市の職員のほうに権限を委譲

するような形を、要求を私はしていただきたい。それ

をできる形のものを、先般の一般質問で申し上げたの

は、鳥獣被害の特措法という法律を適用して計画をつ

くれば、市町村にその権限を行使することができると

いうようにもなっておりますから、ぜひとも特措法に

基づく計画をつくっていただくならば、私は、私がお

願いしているような形が可能になってくるのでないか

と思いますので、ぜひともそこのところをご検討いた

だきたい。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  ただいまのご質問は、鳥

獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別

措置に関する法律に関しての質問だとお承りしました

が、これにつきましては、やはり市町村で被害防止計

画を立てる際には、鳥獣による被害の状況や生息状況

等の調査のほか、ツキノワグマ等絶滅のおそれがある

鳥獣については、その特性を考慮しまして、鳥獣の良
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好な生息環境の整備、それから保全等を推進して、十

分配慮しなければならないということがありますので、

これについては県といろいろ協議して、今後検討して

まいりたいと考えておりますので、ご了承願います。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  125ページのふるさとの水と土保全

にかかわってお尋ねをしたいんですが、雨量がかなり

高くなるっていいますか、高雨量の土地で最近あるの

が、深層崩落っていいますか、それによるせきとめ湖

とか、そういうふうなのが大きな問題になっておるん

ですが、今回の15号の雨水被害等でも、山林なりそう

いう雨水による崩落的なので、深層崩落のおそれのあ

るようなところは、久慈市にはないんだろうかなと。

私らのところでも、例えば、桑畑にいく漁港に行く途

中で治水、県のあれは事業だったか。やったところな

んかもあるんですが、ああいうところなんか、深層崩

落的な崩落等が心配、懸念されないのかなっていうこ

とを心配してるんですが、久慈市内の状況について、

一つお伺いしたいと思います。 

 それからもう一つ、アワビ、ウニの種苗放流、131

ページにかかわってお尋ねをしたいんですが、アワビ、

ウニの種苗放流ができる状況になる見通しっていいま

すか、どの辺になるのかなっていう。大変、漁民等が

資源について心配しているんです。ずっとやってきた

アワビの稚貝放流等がやられてできないっていうこと

になれば、どんな感じになんのかなと。資源を本当に、

水産業の地方、地域では大事な柱と位置づけて取り組

んでおるわけですが、大変心配してるということで、

その見通しがいつごろになるのか。 

 それからもう一つ、海底の調査をして、ウニなりア

ワビの資源調査等もチェックしたと思うんですが、そ

のチェックした結果で、３・11前と比較して、どう海

底なり、ウニ、アワビの資源の状況が把握されている

のか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。ま

ず、とりあえず。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  先ほどの市内の

崩落地といいますか、そういう箇所がどれぐらいある

のかというふうなお話でございますが、私のほうで何

カ所ぐらいあるかっていうのは、箇所的にはとらえて

おりませんが、県でやっています土砂流出防備箇所、

また土砂崩壊箇所っていうのが、県のほうで調査して

るのがありますが、それについては、今、手持ちとし

て資料がございませんので、ご了解いただきたいとう

ふうに思います。 

 それから、アワビ、ウニの種苗放流の見通しという

ことでございますが、これにつきましては、アワビ、

ウニの種苗施設が崩壊して、復旧したというふうなこ

とでございますが、その生産については、まだどれぐ

らい生産できるのかっていうのは、把握しておりませ

んので、これについては振興局のほうからのご指導を

得まして、どういう状況で放流できるのか、また24年

度は次の年に持ち越さなきゃならないのか、その辺は

十分振興局のほうのご指導を得ながら進めていきたい

というふうに思っております。 

 それから、アワビ、ウニの資源調査をされてるとい

うことでございますが、先日、水産試験所のほうの出

前フォーラムっていうのがありまして、それについて

県北地区の資源の状況っていうのが報告されたようで

ございますが、県北地区につきましては、県南のほう

と比べて、そんなに漁場として荒れてるような状況で

はないというふうな報告を受けていますが、若干は震

災前と震災後の状況というのは変わっておりますんで、

その辺ももう少し把握しながら進めていかなければと

いうふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  見通しが立っていないっていうとこ

が本当なのかなっていうふうに思うんですが、特定で

きて、例えば来年度からもう採卵をして、そして種苗

生産にかかって、ミリ数の小さいのは、翌年はもう出

荷できるとかっていうとこまで、まだこの見通しが立

っていないっていう、県のほうでも立っていないのか

なっていうふうな感じに、今、私は受け取ってるんで

すが。 

 そこで、ただ、私のほうで、最近ウニの移植なんか

もやってんですが、新たな年度についても、予算的に

はとっていたと思うんですが、それは何にも生かされ

ないで凍結したままっていうことになんのかなって思

うんですけども、アワビについてはともかくとして、

ウニについては、これは漁業者とのかかわり、相談っ

ていいますか、意向もあると思うんですが、値段的に

も、今、こういう被害で、キロ単価っていいますか、

むき身単価でも高いっていうことになれば、そういう
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のを使って、ある資源を回して、例えば移殖なんかし

たり、えさ等がある程度見込みがついたりすれば、そ

ういうふうなこと等をして、何ぼでも磯根の資源を少

し豊かにして、そして生産を上げるっていうふうな方

法も考えていいのかなっていうふうな。 

 例えば、今までアワビ種苗を購入するとか、ウニの

種苗を購入費を一時的にといいますか、例えば、使っ

て移殖して、それで生産も上げるし、その分も回収で

きるっていうことになると思うんですよ。そういうふ

うなこと等がいいんじゃないかなと、私は思うんです

が、例えば、今、潜水入れて１本、大体万丈カゴで、

時期にもよると思うんですが、大体８つぐらい私らの

ところでは上がんのかなって思うんです。10万あれば、

50カゴぐらい上がれば、むき身で３キロっていえば、

150キロぐらい上がる計算なんです。ことしのように

１万以上もするということはないかと思うんですが、

仮に8,000円だとしても、120万水揚げが上がるってい

う計算になるわけです。そうすれば、10万の仮に、一

たんそれを使って、潜水にかけたのも、20万回収した

にしても、100万分は10万を使ったことで、水揚げが

できる可能性があると思うんです。だから、そういう

ふうな使い方なんかも考えれば、漁業者等がもしやっ

ていいっていう希望があるのであれば、そういうこと

等で何ぼでも水揚げ等をふやすことも可能なのかなっ

て。復旧・復興が主役って言っても、具体的な施策を

展開しないと、実現はほど遠いと思うんです。だから、

今回はたまたま本場の水揚げがいっぱいできる本場の

とこがまだ復興に至ってなくて、ウニの単価とかアワ

ビが高くなる可能性があるっていうことなわけですか

ら、そういう時期を、タイミングを逸しないようにし

て、収入を今の時期に拡大するっていうのも一つの考

え、やり方だと思うんですが、その辺についてお伺い

したいと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  磯根資源を豊か

にして、生産性の向上を図ったらというふうなお話だ

と思いますが、これにつきましては、ウニにつきまし

ては、これは振興局のほうからちょっと情報を得たと

ころでございますが、今度の震災で沖のほうに流され

るっていうんですか、沖のほうに生息しているウニが

結構あるというふうなこともあるという情報を聞いて

おりまして、その辺を振興局のほうでは逆に沖のほう

から磯のほうに移植しまして、そうして生産性を高め

るというふうな、今、ことを考えているようでござい

ます。 

 これについては、まだ事業が決定したわけでござい

ませんが、県単の事業として取り組んでみたいという

のは、お話を伺ってますんで、その辺で進めていきた

いというふうに思ってるところでございます。 

○委員長（澤里富雄君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  端的にやりたいんですが、菌床シ

イタケ、この地方は随分と設備もなされて、かなりの

生産量を上げてるんですが、私は、最近気にかかって

るんですが、規模拡大することは大いに競争力を高め

ることですから、すばらしいことだと思うんですが、

ことし夏場のあたり、随分菌床シイタケの値段が暴落

して、生産を休んだ農家の方があるようなんですが、

私はそのようにとらえてるんですが、当局のほうはど

のようにとらえているかわかりませんが。そういった

関係で、これはいわゆる久慈市だけの補助金ではない

わけですが、こういう補助金の体制というか、これは

まだまだやはり設備投資をする観点で続いていくのか

なと、その辺の何年か先の将来の見通しというか、例

えば、３年、５年なり、まだ続くのかなと。その辺の

ところも知っておいたほうがいいかなと思って質問を

いたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  ただいまの菌床シイタケ

のこれからのことについてお答えいたしますが、菌床

シイタケは、現在、市内では伸びている状況にござい

まして、これからも推進していこうという作物でござ

いますので、ただ、今後は状況を見ながらいろいろ計

画を考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、農業委員会の事務局長に

お尋ねしますが、遊休農地解消事業委託料が４万

3,870円決算されております。そこで、農業委員会の

独自の取り組みとして、ここ数年来、遊休地に米をつ

くったり、おソバをつくったりしてきてとなってます

が、去年、ことし、続けて日野沢地区で、場所は違い

ますけど、栽培してると。そういった中で、日野沢地

区では地域のご婦人方なり、あの一帯の団体があって、

ソバを活用しての地域振興につなげてるように伺って
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おりますけども、そういった意味では、ささやかな取

り組みだとは思いますけど、一定の役割は果たしてき

てるのではないかという評価はできると思うんですが、

その点の取り組みの状況についてと現状認識どういう

評価しているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 それから121ページ、一番上の公共施設給水引込工

事、これ繰越明許になってますけども、どういう内容

と、もう完成したんではないかと思うんですが、お聞

かせを願いたいというふうに思います。 

 それから土地購入費、125ページです。これは公有

財産、17節で2,495万ということですが、これは多分、

私が思うに、大川目の圃場整備の関係での、公共用地

を生み出したんですけども、そこの買い上げなのかな

というふうに思うんですがお聞かせください。 

 もう一つは、地籍調査の関係でございます。地籍調

査事態はもう終息だと、近づいてるというふうに伺っ

てますけども、以前としてしかし、早い年度の当初、

地籍調査に不備があったりしているわけですが、そう

いった点での、今後のそういった相談なり、出てくる

と思うんです。そういった意味では、そういった相談

は、窓口としては閉じてはいけないと思いますし、当

然、地籍調査は終わっても、管理なり必要なわけです

が、そういった点での今後の対応、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、さっきの土地の購入費の上なんですけど

も、畑田地区農道整備舗装工事が行われたんですが、

あそこは土地改良区から市道、市のほうに移管になっ

ったのかな、そういったなかで、電柱が立ったんです

よね、真っすぐのあの道路に。農家の方から見れば、

スズメがつくし、何もいいことはないんです。しかも、

将来例えば大川目地区で、無人ヘリ飛ばして薬剤散布

するといった際に、ああいう電柱は非常に邪魔になる

わけです。そういった意味で、多分、市が許可したっ

ていうふうに私は聞いてるんですけれども、農家には

一言も相談はないし、ああいったことを進めてるんで

すが、やっぱりああいう進め方は、私はまずいんでは

ないかというふうに思うんですけども、立ってしまっ

てからいまさらあれですけども、今後、そういったや

りかたするんじゃなくて、実際の米をつくってる方々

の状況、意見を聞いて対応していただきたいですが、

ぜひそういう取り組みをお願いしたいと思います。大

変ですよ、スズメがずらっと並んで、秋口来て見てく

ださい。収穫時、物すごいです。 

 それから、127ページ、未回収債権に係る調査業務

委託料23万7,048円なんですけど、この未回収債権に

係る調査業務委託料の内容、どういうことなのか、私

想像つきませんので、お聞かせを願いたいと思います。 

 それから、森のトレーの公判記録の閲覧はしたんで

すが、今後とも閲覧したい場合の対応はどうなのか。

実は閲覧するときに、以前は課長さんの隣のあたりに

置いて見るんですけれども、もっと本当は閲覧室なん

かあって、十分広げて見れるような場所を設定してほ

しいんだけども、そういった対応ができるのか。と言

いますのは、私、先ほども申し上げたとおり、依然と

して公判記録をきちんと見る必要があるんじゃないか

と思ってるもんですから、閲覧が、これからも時間と

ってやっていきたいと思うんですけども、その対応に

ついてお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  藤森農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（藤森智君）  それでは、遊休

農地解消事業についてのご質問にお答えいたします。 

 遊休農地解消事業の取り組みの状況ということでご

ざいますが、これの事業につきましては、一つは農業

委員が主体的に遊休農地の解消を図る必要があるとい

うことで、平成17年度から事業実施してございます。

これまで長内地区、夏井地区、それから先ほどお話が

ありました山形町日野沢地区で、それぞれ景観作物あ

るいはあきたこまち、飼料用作物、それから昨年度と

本年度については、ソバの作付を行ったということで

ございます。 

 この取り組みの成果っていいますのは、やはり各地

区で遊休農地の解消をするという意識が、その地域地

域によって働いていき、解消した事業地についても、

農業担い手の方々が継続して耕作していっているとい

う状況がございます。それからまた、特産品のソバ等

につきましては、山形地区がソバがかなり生産されて

ございますので、それの特産品の生産振興が図られて

るということもあるかと考えてございます。 

 それからもう一つは、昨年度から農地制度の円滑化

事業という、利用状況調査というのを実施してござい

ますが、利用状況調査において、やはり各委員さん、

農業委員が各地区すべてを回っていただいてるという

ことでございますけれども、かなりこれまで耕作して
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いた農地も遊休化しているところがふえてきていると

いう状況でございますので、こういった状況を踏まえ

ながら、遊休地につきましては、その方々に耕作する

ようにお願いの文書を出したり、そういった取り組み

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  私からは、森のトレー

に係って２点の質問にお答えをいたします。 

 まず、未回収債権に係る調査業務委託料23万7,048

円の内訳、このことについてでございますけども、理

事のほうから回収できないかということで、民間のリ

サーチ会社に理事等の資産を調査委託いたしまして、

それをもって弁護士と法的に回収できないかと協議す

るために委託したものでございました。調査したもの

は、法人４社及び役員５名となっております。 

 公判記録の閲覧でございますけども、どうしても閲

覧場所の別な場所、事務室でない場所に設置すること

ができないかということでございますけれども、簿冊

の管理上、どうしても林業水産課内において、今後も

閲覧してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  私からは、繰越明許

費に関わるご説明、ご答弁いたします。 

 この８万4,450円についてでございますが、（発言

する者あり）121ページの一番上段の８万4,450円のこ

とでしょうか、明許繰越の。 

    〔発言する者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  翌年度の繰越額821万6,000

円についての質問だそうです。嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  資料を取り寄せまし

て、ご答弁申し上げます。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  私からは、土地購入費と

それから畑田農道の電柱に関しましてお答えをいたし

ます。 

 この土地購入費は、県営圃場整備事業大川目地区創

設用地取得事業でありまして、近代化施設用地と公園

用地を取得したものでございます。 

 次に、畑田農道の電柱に関してでございますが、今

後、こういった場合は、地元の農家等と十分協議して

対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  地籍調査につい

てお答えいたします。 

 地籍調査につきましては、22年度をもちまして、川

崎町が終了いたしまして、久慈地区としてはすべて終

了したわけでございますが、今後の管理等の対応とい

うことのお話でございますが、いずれ調査にかかわっ

た資料等は厳重に保管して、遺失しないように管理し

ていきたいというふうに思っておりますし、また筆界

未定地なり修正等の要望っていうんですか、依頼も結

構ありますが、それにつきましては、原因は久慈市で

あるのかどうか、その辺を見きわめながら慎重に対応

してまいりたいと、そうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  先ほど、大変失礼しまし

た。公共施設給水管引込工事の繰越明許ですが、大川

目体育館の補修工事に充てるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  この際、先ほどの畑中委員

からの質疑について、答弁を保留しておりましたので、

その答弁を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  防災の方面からの私のほ

うから、先ほど答弁保留しておりました深層崩壊の件

について、ご答弁申し上げたいと思います。 

 深層崩壊っていうふうな最近のニュース等で話題に

なってる面での調査は、現実的にはしておりません。

しかしながら、現在、市内において、いわゆる土砂災

害警戒区域と申しますか、県のほうから指定になって

るものは、急傾斜地が14カ所、それから土石流が22カ

所、合わせて36カ所の指定地域がございます。いずれ

ご懸念の深層崩壊等については、市内におきまして、

私どもの聞いてるところでは、表層の崩れしかちょっ

と聞いておりませんけれども、いずれご懸念の件に関

しましては、現在、ハザードマップとか、それから津

波の関係で、いわゆる県とか岩手大学といろいろ連携

とっておりますので、その中においてもちょっと研究

してみたいなと、そういうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 
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○城内仲悦委員  未回収の件ですが、法人４社、役員

５名、この内容についてお聞かせください。どういう

内容であったのか。 

 それで、その結果、弁護士等に相談したんだという

ことですが、その回収見通しはどうなってるのかお聞

かせを願いたいと思います。 

 それから、もう一点は、大川目町の創設用地が、先

日、改良区のお祝いの席があって、記念碑を立てた後

でやったんですが、ここへのプラントっていいますか、

施設を設置するということになってるわけですが、そ

の計画なりめどが、それから設置内容がどのように、

今時点なってるのか、お聞かせを願いたいと思います。 

 もう一点確認しますが、先ほど、繰越明許の関係は、

大川目町公民館の水洗化の関係というふうにとらえて

いいのかお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  大川目の創設用地の件で

ございますが、近代化施設としまして、ライスセン

ター、格納庫、それから産直施設等を考えてございま

す。 

 それと、先ほどの繰り越した事業でございますが、

屋根等の修繕でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  未回収債権に係る調査

業務委託の内容でございますけども、資金、資産の不

審な移動がないかということを弁護士から見ていただ

いて、法的に回収できないものかという相談をいたし

まして、弁護士からは法的には回収ができないと、そ

のようなご意見をいただいているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その調査結果、会社に委託して調査

した結果、法人４社、役員５名には財産がなかったと

いうことですか。それとも、いつの時点で動かせばだ

めなのか。たしかこの議会でも、私も議員団で29件な

り、当時の理事長が動かしたっていうことがあったと

思うんです。そのことは、この調査では確認できなか

ったのか。できなかったとすれば、さかのぼる調査が

どの時点までさかのぼって調査がなされて、その結果

弁護士に相談したら回収できないという結論が出たと

いうことだったのか、その辺の中身と調査時期、ぜひ

公表していただきたいんですが、お聞かせください。 

 それから、ライスセンターと産直施設の関係ですけ

ども、いつの建設完成見通しはいつなのか、お聞かせ

ください。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  まず、リサーチ会社に

依頼したものは、調査時点で、調査は、たしか昨年の

12月から依頼してございましたけども、その時点にお

ける本人または親族で、どのように保有しているかと

いうものを調べたものでございます。 

 それで、不動産等の動きにつきましては、こちらで

つかんでいたものを森のトレーの事業が始まって以来、

こちらでつかんでいたものを合わせて、弁護士に提示

しながら、ご意見を伺ったものでございます。それで、

本人名義の不動産はほとんど保有しておらず、保有し

ていた場合にあっても、金額的な価値はほとんどござ

いませんでした。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨文弘君）  大川目の近代化施設の件

に関してお答えをいたします。 

 現在、地元と協議中でございまして、早ければ24年

度あるいは25年度にずれ込む可能性もあるということ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  リサーチ会社に調査依頼した結果に

ついて、公表していただけませんか。公表してくださ

い。公表か、閲覧も含めてお聞かせください。 

○委員長（澤里富雄君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  公表、閲覧等について、早

急に弁護士とも相談しながら、結論を見出していきた

いというふうに思いますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  127ページの今の未回収債権に係る

調査業務委託料の件ですが、この委託先についてお伺

いしたいと思います。 

 もう一点は、歳入でもお伺いしましたが、競売にな

って、どこか落札したというようなことが、８日にわ

かるというのが延びてて、委員会内でわかるからとい

うことで答弁を待ってたわけですが、ちょっと意思の
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疎通がなかったということですが、再度お伺いします。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  未回収債権に係る調査

業務委託の相手先でございますが、株式会社東京商工

リサーチ八戸支店でございます。 

 あと一つ、売却の確定につきましては、本日確定し

てございます。市内の有限会社宇部煎餅店に確定にな

ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  その落札の金額、そしてまた競売に

なった資産、建物、土地合わせてかどうかお伺いした

いと思います。 

○委員長（澤里富雄君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  トレーにかかわ

ってのご質問にお答えいたします。 

 売却の金額でございますが、１億4,008万円となっ

ております。この内容は、土地、建物もすべて含まれ

た価格でございます。 

○委員長（澤里富雄君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そうしますと、ここでは、この方は、

機会等工場を使って林業振興をするのか、どのように

なっているのかお伺いしたいと思います。せんべいの

工場をつくるのか。その辺の計画があってかと思いま

すが、それで、せんべいの工場になった場合に、特に

市としては支障がないのかどうか、お伺いしたいと思

います。 

○委員長（澤里富雄君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  購入後、どのように活

用を図るかという詳細までは、まだとらえきれていな

いものでございます。いずれ、あそこは工業団地でご

ざいますので、企業が張りつかなければならない用途

地域だと、そのようにとらえているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤里富雄君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨康彦君）  私からは、答弁漏れ

ございました特産品開発販路開拓業務委託料693万

7,918円についてお答えいたします。 

 これは、地域ブランド牛肉や、地域の素材を生かし

た新商品の開発、地産地消を含めた新たな販路開拓を

するという目的で、有限会社総合農舎山形村に委託し

ているものでございます。 

 この成果についてでございますが、短角牛を使用し

たハンバーグシリーズの商品開発を進め、６商品が採

用され、大地の会のファンクラブに登場し、好評をい

ただいているということと、あと大地を守る会と、び

っくりドンキーっていうハンバーグ屋を運営しており

ます株式会社アレフとの間で、短角牛の相当数がもう

取引が始まっておるということで、ここでも大きな成

果が出ているということでございます。 

 また、ヤマブドウやホウレンソウペーストやワラビ

の水煮など、久慈市の食材の提案を行っているところ

でございます。あとヤマブドウフルーツソースを開発

し、販売を開始したということで、事業の成果も徐々

にではありますが、出ているということでございます。 

 それから、この期間でございますが、21年から今年

度23年度までの、一応計画となってございます。 

 以上でございます。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（澤里富雄君）  この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、以降は明日12日に審査を

行うことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（澤里富雄君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでした。 

    午後４時41分   散会   

 

 


